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Ⅰ 第三期特定健康診査・特定保健指導実施計画及び第二期データヘルス計画

の概要

１．計画の策定にあたって 

（１）計画の背景 

日本人の平均寿命の男女平均は、84歳（※注）であり、依然として、世界有数の長寿国となって 

います。しかし、人生を有意義に過ごすためには単なる寿命の延伸ではなく、健康寿命（健康に過 

ごせると期待される平均的な年数）の延伸と健康格差の縮小が今後の課題となります。 

さらに、わが国においては急速な高齢化による65歳以上の高齢者人口の増加や医療の高度化等 

により医療費の伸びる傾向は続くと想定され、保険者には医療費の急増を抑える取り組みが緊急、 

継続的な課題となっています。 

「平成28年度 医療費の動向（平成29年 9月 15日厚生労働省発表）」によると、平成28年度 

の概算医療費は約41兆円となり、前年度に比べ約0.2兆円の減となっています。豊島区の国民健 

康保険においても、同様に、28年度の医療費は約220億円、前年度に比べ約7億円、率として3％ 

の減少となっています。厚生労働省では、医療費の伸び率マイナス0.4％について、27年度はＣ型 

肝炎治療薬等の抗ウイルス剤の薬剤料の大幅な増加等により高い伸びとなったのに対し、28年度 

は診療報酬改定のほか、抗ウイルス剤の薬剤料の大幅な減少等により「一時的」にマイナスとなっ 

たと考えられると分析しています。なお、27年度及び28年度の２年間の平均伸び率は1.7％の増 

となっています。 

このため、今まで国民の健康を守ってきた国民皆保険の制度を今後も維持・継続するためには、 

健康寿命の延伸につながる保健事業の実施などによる医療費の適正化が急務となっています。 

※注 出典：総務省統計局「世界の統計 2017」

（２）計画の趣旨

特定健康診査・特定保健指導実施計画の趣旨は、生活習慣病対策（高齢化の急速な進展と生活習

慣病が増加し、死亡原因でも生活習慣病が約 6 割を占め、医療費に占める生活習慣病の割合も国民

医療費の約 3 分の 1 であること等）及び不健康な生活習慣による生活習慣病の発症、重症化の過程

で、メタボリックシンドロームが大きく影響していることから、この該当者及び予備群者の減少を

目指すことです。 

データヘルス計画の趣旨は、「被保険者の特性を踏まえた効果的かつ効率的な保健事業」を展開す

るための実施計画です。 

豊島区においては、平成25年 3月に第二期特定健康診査・特定保健指導実施計画を策定、28年 3

月に第一期データヘルス計画を策定し、施策を計画的に実施してきました。今回、この２つの計画

が、30年 3月で終了となるため、これまでの実施面における課題を整理し、蓄積されたデータを分

析し、効果の検証を行います。そして、健康診査等の実施率の向上、保健事業の効果的・効率的な運

営に向けた取り組みをさらに進めるために、両計画を改定、策定します。 

なお、策定にあたり、特定健康診査・特定保健指導実施計画は、保健事業の中核をなす特定健康診

査（以下、「特定健診」という）、特定保健指導の実施方法を定めるものであることから、保健事業を

総合的に企画し、より効果的かつ効率的に実施することができるよう、第二期データヘルス計画と

一体的に作成します。 
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（３）計画の位置づけ 

本計画は「豊島区基本構想・基本計画」における将来像“すべての人が地域で共に生きていけるまち”

の実現に向けての健康分野の計画の一つとしての位置づけを持つものであり、豊島区地域保健福祉計

画、豊島区健康プランや関連の深い東京都の計画との整合を図っています。  

（４）計画期間 

平成30年度から35年度まで６年間とします。 

また、必要に応じて期間内において見直しを行います。 

（５）実施体制 

本計画策定にあたっては、豊島区国民健康保険課と地域保健課の担当者によるプロジェクトチー

ムで検討していきます。 

また、医師会、歯科医師会、薬剤師会などの外部有権者等が委員である豊島区国民健康保険運営協

議会での意見交換やパブリックコメントによる意見聴取を実施します。 

豊島区基本構想・基本計画 

（平成28年度～平成37年度） 

将来像：“未来へ ひびきあう 人 まち・としま” 

保健医療福祉に関するまちづくりの方向

“すべての人が地域で共に生きていけるまち”
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（平成30年度～平成35年度） 

豊島区健康プラン 
（平成30年度～平成35年度） 

豊島区国民健康保険 
第三期特定健康診査・特定保健指導実施計画 
        及び第二期データヘルス計画 

（平成30年度～平成35年度） 

整合

豊島区がん対策推進計画 
（平成28年度～平成32年度） 
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Ⅱ 第三期特定健康診査・特定保健指導実施計画

１．豊島区国民健康保険の現状 

（１）豊島区の特徴

① 豊島区国民健康保険被保険者数の状況

豊島区の人口はここ数年間で増加しており、平成27年度には 28万人を超えました。その一方で、国

民健康保険に加入している被保険者の割合は、減少傾向にあります。 

■ 被保険者数の推移 

年齢階層別に被保険者数をみると、外国人留学生の多い20歳前後と社会保険等を離脱した60歳以上

の年齢層で加入率が高くなっています。

■ 年齢階層別人口分布図（平成29年 1月 1日現在） 

平成29年度版（平成28年度実績）「としまの国保」より 

平成29年度版（平成28年度実績）「としまの国保」より 
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② 医療費の状況

平成25年度以降の年間医療費は、26年度以降年々減少しているものの、28年度は 21,966 百万円と

依然高額な医療費がかかっています。退職被保険者分は制度の対象者が減少しているため、医療費は減

少しています。高額な医療費は国民健康保険の大きな課題であり、医療費の抑制のためにも特定健診・

特定保健指導の役割は重要です。 

■ 医療費の推移 

25年度以降の一人当たりの医療費の推移をみると、26年度から全体の金額は減少傾向にあります。 

■ 一人当たりの医療費の推移 

※医療費の分析においては、

国民健康保険加入者を
①一般被保険者
②退職被保険者

に分けて分析しています。

「としまの国保」（平成25年度～平成28年度実績）より 

「としまの国保」（平成25年度～平成28年度実績）より 



5 

（２）医療費の動向

① 受診率と医療費の概況

豊島区国保加入者の受診率（100人当たり受診件数）をみると、「全体」(一般・退職の合計)は、「入

院」、「入院外」、「歯科」とも特別区、東京都及び全国を下回っています。この傾向は一般被保険者で同

様ですが、退職被保険者は「入院」は特別区、東京都及び全国を下回り、「入院外」と「歯科」が東京

都及び全国を上回っています。 

また、豊島区の受診率の推移は、平成25年度以降減少を続けています。 

■受診率（100人当たり受診件数）の比較（平成27年度） 

■豊島区の受診率の推移 

全体 入院 入院外 歯科 計

豊島区 14.8 674.1 170.2 859.1

特別区 17.2 776.0 196.6 989.9

東京都 17.9 784.6 197.7 1,000.2

全国 23.1 838.8 187.6 1,049.6

一般 入院 入院外 歯科 計

豊島区 14.7 668.5 168.7 851.9

特別区 17.1 771.1 195.1 983.3

東京都 17.8 780.0 196.2 994.0

全国 23.1 834.6 186.2 1043.9

退職 入院 入院外 歯科 計

豊島区 20.6 1011.3 260.4 1292.3

特別区 21.9 1013.4 268.3 1303.6

東京都 21.2 973.4 257.0 1251.6

全国 23.7 949.2 224.1 1197.0

＊厚生労働省ＨＰ「国民健康

保険事業年報・月報」、「平

成27年度 国民健康保険事

業状況」（東京都発行）よ

り 

豊島区国民健康保険事業状況報告書（平成25年度～平成28年度事業年報）より 
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療養の給付における医療費については、国保加入者一人当り診療費は、「全体」(一般・退職の合計)

では「入院」、「入院外」、「歯科」とも特別区、東京都及び全国を下回り、合計金額は197,979円と全国

より 72,649 円低い金額となっています。一般被保険者も同様に、全国より 72,577 円低くなっていま

す。一方、退職被保険者は「入院外」、「歯科」で全国を上回る金額となっています。 

また、25年度以降の豊島区の国保加入者一人当たり診療費の推移は、26年度に少し増加したものの、

その後は減少傾向にあり、平成28年度は196,051円となっています。 

■国保加入者一人当たり診療費の比較（平成27年度） 

■豊島区の一人当たり診療費の推移 

全体 入院 入院外 歯科 計

豊島区 80,659 95,970 21,350 197,979

特別区 96,808 110,027 24,474 231,309

東京都 99,519 109,424 24,609 233,552

全国 124,047 121,952 24,629 270,628

一般 入院 入院外 歯科 計

豊島区 80,146 94,812 21,189 196,147

特別区 96,076 108,920 24,307 229,303

東京都 98,875 108,361 24,448 231,684

全国 123,570 120,695 24,459 268,724

退職 入院 入院外 歯科 計

豊島区 111,744 166,139 31,110 308,993

特別区 131,682 162,761 32,444 326,886

東京都 125,667 152,556 31,148 309,370

全国 136,549 154,917 29,087 320,553

＊厚生労働省ＨＰ「国民健康

保険事業年報・月報」、「平

成27年度 国民健康保険事

業状況」（東京都発行）よ

り 

豊島区国民健康保険事業状況報告書（平成25年度～平成28年度事業年報）より 
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23年度のデータで一般被保険者の一人当たり医療費を特別区の中で比較すると、豊島区は全体では

特別区平均を大きく下回り、少ない方から4番目です。64歳以下の一般被保険者（前期高齢者以外）

の一人当たり医療費は、特別区の中で一番低いのですが、前期高齢者（65歳以上74歳以下）の一人

当たり医療費は、高い方から2番目になっているという特徴がありました。27年度では、全体の平均

は、23年度と同じく、特別区の平均を下回りましたが、前期高齢者（65歳以上74歳以下）の一人当

たり医療費は、高い方から8番目となりました。 

■一人当たり医療費（平成23年度） 
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●一人当たり医療費と一件当たり医療費について 

・一人当たり医療費      被保険者一人当たりの平均医療費 （医療費÷被保険者数） 

・一件当たり医療費      レセプト一件当たりの平均医療費 （医療費÷レセプト件数） 

＊レセプト・・・診療（調剤）報酬明細書の通称。医療機関が患者に対して治療を行った際、費用を

保険者に対して請求するための書類で、受診した患者ごとに毎月1枚作成する。

■一人当たり医療費（平成27年度） 

＊東京都資料｢平成23年度国民健康保険事業状況｣(速報版)、｢平成27年度国民健康保険事業状況｣より 
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② 入院・入院外の件数・金額の比率

平成28年度の月平均をみると、入院件数の 1,036 件に対し、入院外件数は45,155 件となっており、

入院外の件数は 97.8％を占めています。金額においても全体の 63.9％を占め、入院外の占める割合が

高くなっています。 

■ 豊島区国保の入院・入院外の件数および金額（平成28年度 月平均） 

＊「国保データベース（KDB）システム 平成28年度分集計」東京都国民健康保険団体連合会 

③ 入院・入院外の疾病大分類別医療費

平成 28 年度の月平均の入院医療費について、疾病大分類でみると、胃や肺、直腸などの悪性新生物

（がん、白血病、悪性リンパ腫など）及び良性新生物を含む「新生物」が111百万円(20.3％)で最も多

く、続いて高血圧性疾患や脳梗塞、脳内出血、虚血性心疾患等を含む「循環器系の疾患」が108百万円

（19.7％）となっています。また、糖尿病をはじめとする「内分泌、栄養及び代謝疾患」は総額7百万

円（1.3％）、一件当たり医療費は331,292円となっています。 

■ 入院の疾病大分類別の金額（平成28年度 月平均） 

＊「国保データベース（KDB）システム 平成28年度分集計」東京都国民健康保険団体連合会

月平均件数
(件)

平均医療費
（円）

1,036 557,368,334
2.2 36.1

45,155 986,772,246
97.8 63.9

46,191 1,544,140,580
100.0 100

入院
　　　　　比率（％）
入院外
　　　　　比率（％）
合計
　　　　　比率（％）

01 感染症及び寄生虫症 10,913,885 2.0% 386,332
02 新生物 110,826,994 20.3% 749,253
03 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 8,564,123 1.6% 893,648
04 内分泌、栄養及び代謝疾患 7,371,250 1.3% 331,292
05 精神及び行動の障害 63,248,012 11.6% 424,721
06 神経系の疾患 25,660,584 4.7% 546,940
07 眼及び付属器の疾患 7,885,951 1.4% 355,757
08 耳及び乳様突起の疾患 1,806,733 0.3% 98,266
09 循環器系の疾患 107,548,307 19.7% 777,926
10 呼吸器系の疾患 36,141,476 6.6% 503,130
11 消化器系の疾患 38,104,873 7.0% 362,042
12 皮膚及び皮下組織の疾患 4,345,464 0.8% 377,866
13 筋骨格系及び結合組織の疾患 36,732,572 6.7% 701,896
14 尿路性器系の疾患 30,723,651 5.6% 568,956
15 妊娠、分娩及び産じょく 6,474,373 1.2% 257,260
16 周産期に発生した病態 3,746,175 0.7% 416,242
17 先天奇形、変形及び染色体異常 3,193,231 0.6% 709,607
18 症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの 11,433,789 2.1% 418,309
19 損傷、中毒及びその他の外因の影響 31,684,937 5.8% 579,603

合計 546,406,378 100.0%

合計金額
（円）

合計金額
（％）

一件当たり医療費
（円）
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また、28 年度の月平均の入院外疾病大分類別をみると、「尿路性器系の疾患」が最も多く、総額 127

百万円（13.1％）、一件当たり医療費は69,421円となっています。続いて「内分泌、栄養及び代謝疾患」

は、総額 124 百万円（12.9％）、一件当たり医療費 22,890 円となっており、「新生物」、「循環器系の疾

患」を上回り2番目に多くなっています。 

■ 入院外の疾病大分類別の金額（平成28年度 月平均） 

＊「国保データベース（KDB）システム 平成28年度分集計」東京都国民健康保険団体連合会 

④ 疾病別医療費の経年変化（入院と入院外の上位5分類の経年変化） 

入院の疾病別医療費の経年変化をみると、平成 28 年度には若干減少したものの「新生物」は依然と

して医療費が高い傾向にあります。また、「循環器系の疾患」についても27年度には若干減少したもの

の28年度には再び増加しています。 

■ 疾病別医療費の推移【入院】 （各年度 月平均） 

01 感染症及び寄生虫症 56,310,066 5.8% 35,506
02 新生物 89,781,507 9.3% 67,841
03 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 3,755,902 0.4% 39,363
04 内分泌、栄養及び代謝疾患 124,380,573 12.9% 22,890
05 精神及び行動の障害 64,298,499 6.7% 23,736
06 神経系の疾患 36,526,022 3.8% 26,749
07 眼及び付属器の疾患 47,275,134 4.9% 11,652
08 耳及び乳様突起の疾患 6,380,514 0.7% 11,450
09 循環器系の疾患 110,609,083 11.5% 20,344
10 呼吸器系の疾患 92,505,438 9.6% 14,592
11 消化器系の疾患 68,434,225 7.1% 20,855
12 皮膚及び皮下組織の疾患 31,188,320 3.2% 10,882
13 筋骨格系及び結合組織の疾患 76,918,204 8.0% 17,627
14 尿路性器系の疾患 126,670,172 13.1% 69,421
15 妊娠、分娩及び産じょく 955,958 0.1% 11,790
16 周産期に発生した病態 332,202 0.0% 39,083
17 先天奇形、変形及び染色体異常 994,155 0.1% 20,966
18 症状、徴候及び異常臨床検査所見で他に分類されないもの 12,580,841 1.3% 18,007
19 損傷、中毒及びその他の外因の影響 15,447,728 1.6% 16,682

合計 965,344,540 100.0%

合計金額
（％）

一件当たり医療費
（円）

合計金額
（円）

円
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入院外の疾病別医療費の経年変化をみると、「新生物」については毎年増加しています。また、「内分

泌、栄養及び代謝疾患」について28年度は減少していますが、医療費は高額のまま推移しています。 

■ 疾病別医療費の推移【入院外】 （各年度 月平均） 

⑤ 年齢別医療費の構造 

年齢別の医療費については、豊島区、東京都ともに 60 歳以上の医療費の割合が高く、70％を超えて

います。また、豊島区、東京都ともに平成 25 年度以降 65 歳～69 歳の占める医療費の割合が増えてい

ます。

■ 年齢別医療費の構造（平成25～28年度 月平均 東京都との比較 ）

円
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⑥ 疾病大分類別医療費の東京都との比較 

入院についての一件当たりの疾病大分類別医療費は、豊島区、東京都とも「新生物」と「血液及び造

血器の疾患並びに免疫機構の障害」「循環器系の疾患」が突出しています。 

■ 一件当たりの疾病大分類別医療費（入院）

入院外についての一件当たりの疾病大分類別医療費では、「新生物」と「尿路性器系の疾患」が、豊島

区、東京都とも他の疾患等に比べ、抜きん出て高くなっています。 

■ 一件当たりの疾病大分類別医療費（入院外）

円

円
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⑦ 生活習慣病関連疾患の医療費の構造 

生活習慣病関連疾患の医療費については、豊島区の「糖尿病」の入院、入院外医療費は東京都とほぼ

同額です。また、糖尿病の合併症でもある「脳血管系障害（脳梗塞・脳出血・くも膜下出血）」、「虚血

性心疾患」は豊島区、東京都ともに比較的高い金額になっています。 

■ 生活習慣病に関する疾患の一件当たり医療費の状況（入院） 

■ 生活習慣病に関する疾患の一件当たり医療費の状況（入院外） 

円

円
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⑧ 疾病大分類別医療費上位3項目の年齢層別構造 

入院については「新生物」が、50、60歳代の一人当たりの金額が急激に高くなっており、東京都と比

べても大幅に高くなっています。また、入院外については「循環器系の疾患」が 40 歳代以上のどの年

代においても、東京都の一件当たりの医療費を上回っています。また、「内分泌、栄養素及び代謝疾患」

については、50 歳代以外の年齢層で東京都を上回っているため、医療が必要となる方に早期に医療を

受けていただき、悪化を防ぐことが重要な課題です。 

■ 一件当たりの疾病大分類別医療費の上位3項目年齢別医療費 

（平成28年度 月平均 入院・入院外） 

【入院】                                   (縦軸：円 横軸：歳) 

【入院外】 

⑨ 死因別分類別死亡率の状況 

悪性新生物、心疾患、脳血管疾患などの生活習慣病が豊島区の死亡原因の約5割を占めています。 

■ 豊島区の死亡統計（平成28年分） 

※ 死亡率の状況（平成29年度版豊島区の保健衛生より） 

順位 原因 数 数（％） 原因 数 数（％） 原因 数 数（％）
第 1 位 悪性新生物 707 29.6% 悪性新生物 405 32.0% 悪性新生物 302 26.9%
第 2 位 心疾患 362 15.2% 心疾患 178 14.1% 心疾患 184 16.4%
第 3 位 肺炎 211 8.8% 肺炎 119 9.4% 老衰 132 11.7%
第 4 位 脳血管疾患 189 7.9% 脳血管疾患 105 8.3% 肺炎 92 8.2%
第 5 位 老衰 183 7.7% 老衰 51 4.0% 脳血管疾患 84 7.5%

合計 男性 女性
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２．第二期特定健診・特定保健指導の結果及び分析 

（１）特定健診・特定保健指導の実施状況 

① 特定健診の実施方法

[1]実施内容

特定健診の実施概要と検査項目は下表のとおりです。 

なお、検査項目については法定の健診項目に加え、区独自の検査項目を追加して実施しています。  

■ 概要 

目 的 

・メタボリックシンドロームに着目し、生活習慣病予防のための特定保健指導を

必要とする人を抽出する。 

・疾病の早期発見・早期治療 

対 象 者 ・40～74歳の豊島区国保加入者 

実 施 場 所 ・区内の医療機関 

実 施 期 間 ・6月～12月に実施 

費   用 ・無料 

実 施 形 態 ・豊島区国民健康保険が実施主体となり、区医師会に委託して実施 

■ 検査項目 

一般検査 

問診、身体計測、肥満度、腹囲、理学的検査（診察）、血圧測定 

尿検査 尿糖、尿蛋白、尿潜血 

血液生化学検査 アルブミン、ＡＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、γ－Ｇ

Ｔ（γ－ＧＴＰ）、総コレステロール、ＨＤＬコレステロ

ール、ＬＤＬコレステロール、中性脂肪、尿素窒素、血清

クレアチニン、ｅＧＦＲ、血清尿酸、血糖 

血液学的検査 赤血球、白血球、ヘモグロビン、ＭＣＶ、ＭＣＨ、ＭＣＨ

Ｃ、ヘマトクリット、血小板数 

ＨｂＡ１ｃ 

選択項目 

心電図検査 

眼底検査 

※40～55歳まで5年毎（5で割れる年齢で実施）、60歳以

上は偶数年齢（2年毎）で実施 

胸部Ｘ線 ※40～60歳まで5年毎（5で割れる年齢で実施）、62歳、

64歳以上は毎年実施 

標準純音聴力検査 ※65歳のみ 
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[2]実施方法

特定健診の実施方法は下表のとおりです。 

対象者の抽出、

受診券の作成

・豊島区国保加入者で実施年度中に40～74歳になる方を抽出し、健診受診券を

作成する。 

 なお、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム入所者等は対象者から除外 

する。 

受診券の発送 ・対象となる方には区が受診券を郵送する。 

受診場所 ・区内の医療機関 

健診の実施 

・多くの方が健診を受診できるようにする一方、時期の集中を避けるため

に、健診の実施時期を加入者の誕生月で区分し、6月から1月に実施する。 

・土日にも特定健診を受けられる機会を確保する。 

・身体が不自由なために医療機関に来所することができない人については 

訪問により健診を実施する。 

・対象者は受診券を持参して区内の特定健診実施医療機関で受診する。 

■ 誕生月と特定健診実施月 

誕生月  特定健診実施月 

4月・5月・6月・7月 → 6月～9月 

8月・9月・10月・11月 → 7月～10月 

12月・1月・2月・3月 → 8月～11月 

転入者および未受診者 → 12月～1月 

[3]勧奨・再勧奨通知の送付 

誕生月毎の健診実施期間に合わせて、受診勧奨通知と受診券を送付しています。また、健診実施期間

の最終月上旬に、未受診者に対して再勧奨通知(ハガキ)を送付し、受け忘れのないよう配慮しています。

■ 誕生月と勧奨・再勧奨実施月 

誕生月  勧奨実施月 

→

→

→

再勧奨実施月

4月・5月・6月・7月 → 5月下旬 9月上旬 

8月・9月・10月・11月 → 6月下旬 10月上旬 

12月・1月・2月・3月 → 7月下旬 11月上旬 
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[4] 階層化（危険度の判定）の実施 

区医師会において、特定健診結果をもとに階層化（危険度の判定）を行い、特定保健指導の対象者

（積極的支援対象者、動機づけ支援対象者）を抽出します。 

空腹時血糖値もしくは HbA1c の値から糖尿病の危険度を、中性脂肪および HDL コレステロールの値

から脂質異常の危険度を、収縮期血圧および拡張期血圧の値から高血圧の危険度を把握し、これらの疾

病の危険度があり、かつ男性で腹囲が 85cm 以上、女性で腹囲が 90cm 以上の方が特定保健指導（「積極

的支援」「動機づけ支援」）の対象となります。なお危険度の判定にあたっては、上記の疾病の危険度が

ある方のうち喫煙歴があればさらに追加のリスクとして考えます。 

ただし、生活習慣病に関する薬剤を服薬中の場合は、特定保健指導の対象外となり、「情報提供」の

対象となります。 

[5]特定健診結果の説明

特定健診結果は、特定健診実施から数週間後に、区医師会より特定健診結果と生活習慣病予防に向け

た情報提供資料を受診者に郵送します。 

 特定健診結果の詳細については、受診医療機関において説明を受けることができます。受診医療機関

では、特定健診結果と生活習慣病予防に向けた情報提供を行うとともに、特定保健指導対象者に特定保

健指導を受ける必要があることを伝え、利用を勧奨します。また、医療が必要と判定された方には、今

後医療を受ける必要性を説明します。 

※腹囲もしくはBMIと、追加リスクより危険度を判定し、「積極的支援」「動機づけ支援」「情報提供」に振り分けます。 
※65歳以上の方で、追加リスクが１つ以上該当した方は、すべて「動機づけ支援」になります。 

※生活習慣病に関する服薬中の方は、「積極的支援」「動機づけ支援」に該当した方でも、「情報提供」になります 
※HbA1c：グリコヘモグロビンA1c。血糖レベルの判定に用いる値。食事の影響を受けず、過去１～２か月の血糖の状態がわか
ります。平成25年度から従来のJDS値からNGSP値（国際標準値）に変更されたため、基準値が約0.4%高くなります。 

※HDLコレステロール：余分なコレステロールを回収して肝臓に運ぶ善玉コレステロール 

追加リスク

腹
囲
＆
Ｂ
Ｍ
Ｉ

空腹時血糖≧100mg/dl

or

HbA1c≧5.6%

or

薬剤治療中

中性脂肪≧150mg/dl

or

HDLコレステロール＜40mg/dl

or

薬剤治療中

収縮期血圧≧130mmHg

or

拡張期血圧≧85mmHg

or

薬剤治療中

喫煙歴あり

（質問票より）

４つ ３つ ２つ １つ
０

（なし）

該当する

項目数

男性≧85cm

女性≧90cm

男性＜85cm

女性＜90cm

かつBMI≧25

積極的支援

積極的支援 動機づけ支援

動機づけ支援 情報提供

情報提供



18 

② 特定健診の受診率

第二期の取り組み指標として平成29年度までに特定健診受診率の目標を52％と設定しました。この

目標を達成する為に、毎年健診受診勧奨、未受診者には再勧奨を実施し、区のホームページや広報とし

ま、リーフレット等で特定健診に関する情報を積極的に提供しています。また、特定健診の結果に関す

る講演会を実施するなど、受診率向上に向けての様々な取り組みを行ってきました。さらに、豊島区医

師会等と特定健診を円滑に実施する為の協議の場を設け、定期的に打ち合わせを実施しています。 

 しかし、特定健診の受診率は開始年度の 20 年度から 43％前後で伸び悩み、28 年度は 41.6％となっ

ています。受診者の年齢構造をみると、男女とも毎年 60 歳代以上の受診者が多く、男性は 60 歳代か

ら、女性では50歳代後半以上の受診率が高くなっています。また、40歳代前半の受診率は経年でほぼ

横ばいであり、60 歳代以上の受診率と比べ 20％以上も下回っています。生活習慣病予防の対策は若い

年齢からの取り組みが重要であることから、今後は若年層への受診勧奨策を重点的に行う必要がありま

す。 

 男女別では、すべての年齢層で男性より女性の受診率が高くなっています。今後は男女共にさらに受

診率を上げるために、個々の性別、年齢層に合ったきめ細かな情報提供と受診勧奨が必要となります。 

■ 特定健診受診率の経年推移 

特別区の状況をみると、27 年度の豊島区の受診率は 23 区中 13 位に位置しており、特別区の平均よ

り1.3ポイント下回っています。今後は受診率の高い他の区の取り組みを参考にし、更なる受診率向上

に向けての施策を構築していきます。
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■ 年齢層別特定健診受診者数と受診率(平成25～28年度) 

■各年代受診率と受診勧奨の関係  【アウトカム評価】 

再勧奨通知の種類 

 平成25年度：個人名付き、長３封書での案内 

 平成26年度：４種に分けた再勧奨Ａ４サイズ圧着ＤＭ40～50歳の表紙はトシマッハ 

 平成27年度：４種に分けた再勧奨Ａ４サイズ圧着ＤＭふつうのイラスト 

 平成28年度：４種に分けた再勧奨長３圧着ＤＭ 

   [4種：毎年受けている群、数年に1回は受けている群、 

      受けたことのない40～50歳代群、受けたことのない60歳代以上群] 

○封書の再勧奨は60歳代以上の反応が良い傾向があります。 

○同じ様式のＤＭを2年続けて採用すると、反応が鈍くなる傾向があります。 

40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 合計
男 3,871 3,326 2,667 2,495 3,424 4,511 4,623 24,917
女 3,010 2,537 2,339 2,448 3,723 5,355 6,143 25,555
計 6,881 5,863 5,006 4,943 7,147 9,866 10,766 50,472
男 682 678 658 714 1,091 1,844 2,340 8,007
女 738 777 817 952 1,664 2,994 3,760 11,702
計 1,420 1,455 1,475 1,666 2,755 4,838 6,100 19,709
男 17.6 20.4 24.7 28.6 31.9 40.9 50.6 32.1
女 24.5 30.6 34.9 38.9 44.7 55.9 61.2 45.8
計 20.6 24.8 29.5 33.7 38.5 49.0 56.7 39.0
男 3,859 3,391 2,792 2,422 3,046 4,663 5,014 25,187
女 2,918 2,535 2,440 2,382 3,297 5,468 6,557 25,597
計 6,777 5,926 5,232 4,804 6,343 10,131 11,571 50,784
男 719 687 697 685 1,008 2,006 2,399 8,201
女 758 782 894 939 1,597 3,041 3,770 11,781
計 1,477 1,469 1,591 1,624 2,605 5,047 6,169 19,982
男 18.6 20.3 25.0 28.3 33.1 43.0 47.8 32.6
女 26.0 30.8 36.6 39.4 48.4 55.6 57.5 46.0
計 21.8 24.8 30.4 33.8 41.1 49.8 53.3 39.3
男 3,715 3,416 2,862 2,455 2,890 4,879 4,909 25,126
女 2,802 2,581 2,423 2,313 3,076 5,669 6,318 25,182
計 6,517 5,997 5,285 4,768 5,966 10,548 11,227 50,308
男 674 703 746 733 976 2,083 2,356 8,271
女 770 768 898 956 1,464 3,176 3,606 11,638
計 1,444 1,471 1,644 1,689 2,440 5,259 5,962 19,909
男 18.1 20.6 26.1 29.9 33.8 42.7 48.0 32.9
女 27.5 27.5 29.8 37.1 41.3 47.6 56.0 57.1
計 22.2 24.5 31.1 35.4 40.9 49.9 53.1 39.6
男 3,555 3,477 2,807 2,393 2,654 4,737 4,905 24,528
女 2,583 2,644 2,376 2,288 2,877 5,496 6,297 24,561
計 6,138 6,121 5,183 4,681 5,531 10,233 11,202 49,089
男 629 701 691 714 931 1,991 2,290 7,947
女 702 767 831 964 1,379 3,034 3,569 11,246
計 1,331 1,468 1,522 1,678 2,310 5,025 5,859 19,193
男 17.7 20.2 24.6 29.8 35.1 42.0 46.7 32.4
女 27.2 29.0 35.0 42.1 47.9 55.2 56.7 45.8
計 21.7 24.0 29.4 35.8 41.8 49.1 52.3 39.1

28年度

対象者数

受診者数

率（％）

25年度

受診者数

率（％）

対象者数

受診者数

率（％）

年齢

対象者数

受診者数

率（％）

対象者数

26年度

27年度

法定報告

（国基準）
受診率

40.8%
(23区中11位）

特別区
平均受診率

41.7％

40.8%
(23区中11位）

特別区
平均受診率

42.3％

41.6%
(23区中13位）

特別区
平均受診率

42.9％

41.6%
(23区中13位）

特別区
平均受診率

42.5％
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■３年連続受診率の割合  【アウトカム評価】 

 特定健診は、まだまだ何年に１回受ければよいと考える人が多い中、受診勧奨の取り組みの一つとし

て、毎年受けることを推奨し続けています。23，24，25 年度に連続して受診した人の割合より、26，

27，28年度に連続して受診した人の割合が多くなりました。 

                               （国保特定健診結果より） 
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年代別受診率
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２３～２５年度

２６～２８年度

3年連続受診の割合
％

歳 ％
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③ 特定保健指導の実施方法

[1]実施方法 

実施方法の概要は下表のとおりです。

■ 概要 

実 施 方 法 

・健診結果からメタボリックシンドロームのリスクを判定し、生活習慣の改善に 

役立つ特定保健指導を保健師・管理栄養士等が実施する。 

メタボリックシンドローム非該当 情報提供 

メタボリックシンドローム予備群 動機づけ支援 
6ヶ月後の評価 

メタボリックシンドローム該当者 積極的支援 

実 施 形 態 

・区国民健康保険が実施主体となり、区内を２地域に分けて、特定保健指導事業者＊に

委託している。 

・土日や夜間も特定保健指導を受けられる体制を確保している。 

・特定保健指導事業者は、原則として担当地区に居住する特定保健指導対象者の特定

保健指導を行うが、対象者が希望すれば変更することもできる。 

・特定保健指導を実施する場所は区民の利便性に配慮している。 

・無料で利用できる。 

・24年度から要医療対象者にも特定保健指導実施している。 
＊特定保健指導事業者：特定保健指導を受託する民間の機関。保健指導の統括者として常勤の医師、 

看護師、保健師、管理栄養士を配置している。 

[2] 特定保健指導の事業者 

埼京線を境に東西地区に分け、担当地区ごとに事業者へ委託をしますが、希望により事業者を選ぶこ

とができます。健診・医療と関連が強い事業者を選ぶと、希望の検査を有料で受けることができます。

また、計測、食事に強い事業者を選ぶと、独自の計測機器を使った指導ツールで、生活習慣改善の継続

性を高める為の指導が受けられます。 

保健指導は対人サービスを基本とし、個々人に合わせた生活スタイルの提案が欠かせません。支援内

容が充実し、対象となる方々の生活を一番に考える支援であってほしいことから、プロポーザル方式を

採用し、より優れた支援内容を提供する業者を選定しています。複数の事業者を選定することで、質の

管理と向上を図っておりましたが、一事業者の実施率低迷から、平成28年度は受託を半減、29年度に

は、1事業者での対応となっています。 

[3]利用勧奨について 

健診結果の送付時期に合わせて、特定保健指導利用券を発送し、結果を確認するタイミングで勧誘し

ています。さらに2週間後には、事業者からの利用勧奨を開始し、保健指導に繋げるタイミングを逃し

ません。事業者独自の利用勧奨通知も内容・状況により、多種多様な勧奨を進めています。休日の利用

や地域ごとの会場を設置し、利用者が参加しやすい体制を整えています。 



22 

[4] 特定保健指導の質の向上 

ア．協議会の実施 

特定保健指導の質の向上のため、委託する事業者を2事業者とし、事業者を含めた協議会を年

2回実施しています。事業者の特徴や工夫点などが協議会を通して共有されることで、質の向上

に結びついています。 

イ．研修会の実施 

地域資源の紹介を中心とした研修会を実施し、豊島区の特定保健指導について課題の整理を行

い、その方向性を事業者と共有していく良い機会としています。 

また、事業者の各々の相談員が、豊島区の地域特性や課題を理解して特定保健指導に取り組む

ため、事業者相談員の参加も推奨しています。 

ウ．評価 

帯同票など区独自の評価指標にて、事業を多方面から評価するとともに、事業者の自己評価の

提出を含め、事業評価を行うことで、課題を抽出します。委託事業者ごとの課題については、個

別に事業者の担当者と話し合い、共通する課題については協議会を通して検討し、質の向上を図

っています。 

  エ. 評価指標を使っての課題抽出 

  ・結果を点数化することにより、良い点、悪い点を明確化しています。 

  ・事業者ごとに自己評価してもらうことで、他事業者と比較検討する材料としました。 

  ・対象者の改善率を把握することで、一歩進んだ検査データの解析につながりました。 

  ・事業構造を見直すことで、対象別の利用勧奨の工夫、早期検討の必要性があることがわかりまし

た。 

  ・医療費と健診の突合により、更に一歩進んだ保健指導の企画立案に役立ちます。 

④ 特定保健指導の実施率

[1] 実施状況 

 特定保健指導の対象者は、現在、特定健診受診者の約11～12％を占めていますが、そのうち、保健

指導につながる割合（特定保健指導実施率）は約2割にとどまっています。 

 特別区平均と比較すると、豊島区は23区中、平成25年度4位、26年度2位、27年度3位であり、

第一期計画と同様、特別区平均を大きく上回っています。今後も利用勧奨方法を工夫するなど、利用

率向上に向けた取り組みを行います。
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■ 特定保健指導実施状況 【アウトプット評価】 

 （単位：人）

区分 20年度 21年度 22年度 23年度 

特定健診受診者 20,464 (19,608) 20,282 (18,948) 21,345 (19,806) 21,118 (19,607)

特定保健指導

対象者 

動機づけ支援 1,915 (1,841) 1,682 (1,633) 1,758 (1,697) 1,669 (1,605)

積極的支援 962 (920) 954 (893) 988 (936) 965 (898)

計 2,877 (2,761) 2,636 (2,526) 2,746 (2,633) 2,634 (2,503)

初回面接 

終了者 

動機づけ支援 387 (379) 466 (464) 389 (384) 362 (348)

積極的支援 134 (130) 211 (204) 198 (197) 165 (156)

計 521 (509) 677 (668) 587 (581) 527 (504)

6 か月後の 

評価までの 

終了者 

動機づけ支援 500 (469) 453 (449) 380 (379) 344 (347)

積極的支援 116 (104) 174 (169) 170 (169) 133 (130)

計 500 (469) 627 (618) 550 (548) 477 (477)

特定保健指導実施率（％） 17.4 (17.0) 23.8 (24.5) 20.0 (20.8) 18.1 (19.1)

特別区中の順位 ２位 ４位 ３位 ４位

特別区の平均実施率（％） (7.4) (13.7) (12.8) (13.6)

（注1）（ ）は、国への報告の数値（国保途中加入者、特定保健指導中断者除外）。

（注2）6か月後の評価までの終了者の数値は、特定保健指導に開始から終了まで6か月以上を要するため、翌年度9月以降に

確定する。

（単位：人）

区分 24年度 25年度 26年度 27年度 

特定健診受診者 20,184 (18,675) 19,709 (18,530) 19,982 (18,393) 19,909 (18,246)

特定保健指導

対象者 

動機づけ支援 1,599 (1,535) 1,510 (1,467) 1,543 (1,479) 1,579 (1,505)

積極的支援 797 (748) 777 (721) 811 (760) 797 (747)

計 2,396 (2,283) 2,287 (2,188) 2,354 (2,239) 2,376 (2,230)

初回面接 

終了者 

動機づけ支援 415 (400) 378 (367) 389 (392) 363 (353)

積極的支援 190 (178) 177 (172) 172 (161) 110 (105)

計 605 (578) 555 (539) 561 (553) 473 (458)

6 か月後の 

評価までの 

終了者 

動機づけ支援 410 (403) 378 (337) 406 (389) 368 (358)

積極的支援 157 (148) 162 (128) 181 (124) 82 (83)

計 567 (551) 540 (465) 587 (513) 450 (441)

特定保健指導実施率（％） 23.7 (24.1) 23.6 (21.3) 24.9 (22.9) 18.9 (19.6)

特別区中の順位 3位 4位 2位 3位

特別区の平均実施率（％） 14.6 13.6 15.2 14.9

（注1）（ ）は、国への報告の数値（国保途中加入者、特定保健指導中断者除外）。

（注2）6か月後の評価までの終了者の数値は、特定保健指導に開始から終了まで6か月以上を要するため、翌年度9月以降に

確定する。
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３．健診結果の検証

（１）健診結果からみた豊島区の特徴と課題

① 年齢別リスク保有者の割合の推移

脂質代謝異常、肝機能障害は、50 歳代をピークに減少する傾向にありますが、高血圧動脈硬化症疾

患や糖代謝障害は、年齢とともに増える傾向にあります。糖代謝障害は、年々増え続けていましたが、

28年度については、増加傾向がとどまりました。  

一方、貧血は、各年代ともに、減少傾向にありましたが、28年度は、一変して、各年代で増加してい

ます。原因を追究するとともに、早急な貧血対策を検討する必要があります。

■ 年齢別各リスク保有者割合   
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② 肥満・非肥満及びリスク有無別の改善効果 

 肥満、非肥満者別にリスク別の割合を平成20年度、23年度、28年度で比較してみると、肥満者の割

合はほぼ同じですが、肥満、非肥満者ともに①の高リスク者の割合は徐々に減っています。今後も引き

続き高リスク者に対しては医療機関への受診勧奨の強化、低リスク者には重症化を防止する為のアプロ

ーチが必要となります。また、非肥満者の低リスク者に対しても、目的に沿った介入を推奨していく必

要があります。

■ 受診勧奨及び重症化防止の徹底 
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③ 生活習慣病重症化のステップと医療費 

生活習慣病が重症化すると、下図のように治療にかかる医療費が高騰します。特に近年では糖尿病を

患い、高額な人工透析による治療を受ける方が増加しています。 

豊島区の特定健診受診者におけるHbA1cが高い方の割合は平成27年度と比較すると28年度では減少傾

向が見られます。また、豊島区の年間高額医療費受給者のうち人工透析を受けている方の数は28年度

では減少しており、27年度は247人、28年度は234人で13人マイナスしました。単純に計算すると一年

間で13人×500万円＝6500万円医療費が抑えられたことになります。 

人工透析は一度開始すると生涯に渡る利用が不可欠となります。医療費の削減のためには、人工透析

を要しないよう、今後も HbA1c（ヘモグロビンエーワンシー）が 5.6％を超え、上昇傾向にある方への

一次～三次予防を行い、重症化を防ぐことが重要です。 

■ 生活習慣病の重症化ステップ 
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④ 特定保健指導対象者の健診結果 

特定保健指導対象者の中で、特定保健指導を受けた群と受けなかった群に分けて次年度の健診結果の

変化を比較したところ、平成22年度、27年度とも指導参加者、不参加者のどちらの群も改善傾向にあ

りますが、指導を受けた群がより幅広く改善され、特定保健指導の効果がうかがえます。 

    【保健事業実施者】           【保健事業未実施者】 

■特定保健指導 参加者・不参加者の比較（平成27・28年度の突合結果より） 

体重 腹囲 BMI 血圧

（高）

血圧

（低）
HDL LDL 中性脂

肪
血糖

HｂＡ１

c
参加者 -1 -1.4 -0.4 -2.4 -2.2 -0.6 -9.6 -29.3 -1.6 -0.05
不参加者 -0.6 -0.8 -0.1 -1.7 -1.2 -1 -7.9 -24.4 -0.7 0

-1 -1.4 -0.4 -2.4 -2.2 -0.6

-9.6

-29.3

-1.6 -0.05-0.6
-0.8 -0.1

-1.7 -1.2 -1
-7.9

-24.4

-0.7

0

-35
-30
-25
-20
-15
-10

-5
0

参加者 不参加者
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⑤ メタボリックシンドローム判定区分別の服薬状況 

特定健診受診者の問診票から把握した治療状況は、平成23年度に比べ、28年度は、基準該当も予備

群該当も服薬者の割合が増えており、少しずつ医療機関につながっていることがわかります。非該当者

でも服薬者の割合が3人に一人で非該当の方のリスク対策も今後検討することが必要です。 

■ 平成23年度特定健診受診者の各メタボ判定区分における服薬状況 

■平成28年度特定健診受診者の各メタボ判定区分における服薬状況 

（２）特定健診・特定保健指導に関する意識調査 

① 特定健診・特定保健指導に関する意識調査アンケートの検証 

豊島区内の40歳～74歳までの国保加入者を、年齢層毎に無造作に抽出した3,000名を対象に意識調

査を実施（平成29年 6月 5日～6月26日）し、集計結果は次のとおりとなりました。 

5,233

928

2,594

10,106

1,288

952

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

非該当

（15339人）

予備群該当

（2216人）

基準該当

（3546人）

うち服薬あり うち服薬なし

(73.2%)

(41.9%) (58.1%)

(34.1%) (65.9%)

4,649

900

2,425

9,281

1,116

803

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

非該当

（13930人）

予備群該当

（2016人）

基準該当

（3228人）

うち服薬あり うち服薬なし

(75.1%) (24.9%)

(44.6%) (55.4%)

(33.4%) (66.6%)

(26.8%)

人

人
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62.1

11.8

7.1

5.1

24.2

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

区で実施する健康診査を受けた

個人で受ける健康診断を受けた

（人間ドックなど）

その他で受けた

職場で実施する健康診断を受けた

受けていない

無回答

n=1,147

33.8

22.7

21.2

19.8

13.3

10.8

9.4

8.6

4.7

3.2

2.2

10.4

4.3

0.4

0% 10% 20% 30% 40%

多忙、時間が合わない

面倒

自覚症状なし

医療機関で治療中

結果を知るのが怖い

必要性を感じない

費用がかかる

忘れていた

かかりつけ医が実施医療機関でない

受診方法がわからない

健診があることを知らない

その他

特に理由はない

無回答

n=278

受けたい

45.0%
どちらともい

えない

37.8%

受けたくない

10.9%

無回答

6.4%

最近１年間の健診受診有無 

最近１年間の健診受診については、「 区 

で実施する健康診査を受けた 」が62.1％ 

と最も高くなっています。「 個人で受ける 

健康診断を受けた（人間ドックなど）」は 

11.8％、「その他で受けた」は7.1％、「職 

場で実施する健康診断を受けた」は5.1％ 

となっています。一方、「受けていない」 

は 24.2％となっています。健診を受けて 

いない人への受診勧奨と区の健診以外で受 

診した人のデータをいかに提出していただ 

き、特定保健指導へと繋げていくかが課題 

となります。 

健診を受けていない理由 

健診を受けていない理由については 

「多忙、時間が合わない」が33.8％と 

最も高くなっています。次いで「面倒」 

（22.7％）、「自覚症状なし」（21.2％）、 

「医療機関で治療中」（19.8％）などの 

順となっています。忙しくて受診でき 

ない人への受け皿づくりが必要となり 

ます。また、自覚症状がなくても健診 

を受診する必要性を理解してもらうた 

めの情報提供も必要となります。 

特定保健指導の受診意向 

健診結果から対象となった場合の特定 

保健指導の受診意向については、「受け 

たい」が45.0％、「受けたくない」が 

10.9％となっており、「受けたい」が「受 

けたくない」を上回っています。なお、 

「どちらともいえない」も37.8％と４割 

近くにのぼっています。 

「どちらともいえない人」が、特定保健 

指導を受けたくなるようなPRが必要とな 

ります。 
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24.7

21.7

19.0

17.9

17.7

16.7

15.4

15.2

6.3

5.2

0.4

7.9

2.2

0% 10% 20% 30%

特定保健指導がどのようなものかよくわからない

必要があれば医療機関で受診できる

自己管理ができているので必要性を感じない

通院中で医師の指導を受けている

仕事が休めない

面倒くさい

効果があるかわからない

保健指導を受けても実行できない

生活習慣を指導されるのは嫌だ

育児や介護で時間がとれない

会社等で保健指導を受けている

その他

無回答

n=558

受けたい

60.3%
どちらともい

えない

25.5%

受けたくない

8.3%

無回答

5.9%

22.5

20.4

19.6

16.8

16.3

14.7

14.0

7.2

6.2

0.3

10.1

1.3

0% 10% 20% 30%

通院中で医師の指導を受けている

糖尿病予防保健指導の内容がわからない

自己管理ができているので必要性を感じない

面倒くさい

仕事が休めない

指導を受けても実行できない

効果があるかわからない

生活習慣を指導されるのは嫌だ

育児や介護で時間がとれない

特定保健指導を受けている

その他

無回答

n=387

特定保健指導を受けたいと思わない理由 

特定保健指導について｢どちらともいえ 

ない｣｢受けたくない｣と回答した人に、受 

けたいと思わない理由を尋ねました。「特 

定保健指導がどのようなものかよくわから 

ない」が24.7％と最も高くなっており、次 

いで「必要があれば医療機関で受診できる」 

（21.7％）、「自己管理ができているので必 

要性を感じない」（19.0％）の順となって 

います。 

「特定保健指導がどのようなものかわか 

らない人」に対して、特定保健指導内容の 

PRが必要となります。 

糖尿病予防保健指導の受診意向 

健診結果から対象となった場合の糖尿 

病予防保健指導の受診意向については、「 

受けたい」が60.3％「受けたくない」が 

8.3％となっており、「受けたい」が「受け 

たくない」を大きく上回っています。なお 

「どちらともいえない」は25.5％となっ 

ています。 

糖尿病予防保健指導を受けたいと思わない理由 

糖尿病予防保健指導について｢どちらともい 

えない｣｢受けたくない｣と回答した人に受けた 

いと思わない理由を尋ねました。 

「通院中で医師の指導を受けている」が22.5％ 

と最も高くなっており、次いで「糖尿病予防保 

健指導の内容がわからない」（20.4％）、「自己管 

理ができているので必要性を感じない」（19.6％） 

の順となっています。 
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知っている

89.6%

聞いたことは

あるが、どの

ようなものか

わからない

5.0%

知らない

2.3%

無回答

3.1%

ある

78.4%

ない

18.8%

無回答

2.8%

57.7

29.0

11.6

10.9

9.8

5.3

0.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

豊島区内の診療所

豊島区内の病院（都立以外）

豊島区外の国立・都立・大学病院

豊島区外の病院（国立・都立・大学

病院以外）

豊島区外の診療所

豊島区内の都立病院

無回答

n=899

ジェネリック医薬品の認知 

ジェネリック医薬品について知っている 

か尋ねたところ、「知っている」が89.6％ 

「聞いたことはあるが、どのようなものか 

わからない」5.0％、「「知らない」が2.3％ 

となっています。 

内科のかかりつけ医の有無 

内科のかかりつけの病院・診療所がある 

か尋ねたところ、「ある」が78.4％「ない」 

が 18.8％となっています。 

かかりつけ医はどのような医療機関か 

内科のかかりつけ医があると回答した人に 

どのような医療機関か尋ねました。 

「豊島区内の診療所」が57.7％と最も高く 

なっており、次いで「豊島区内の病院（都立 

以外）」（29.0％）となっています。 

豊島区内のかかりつけ医で健診を受診でき 

ることをPRしていく必要があります。 
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４．第三期特定健診・特定保健指導実施計画の目標

（１）特定健診実施率

第一期実施計画では特定健診の実施率を、国の市町村国保の目標に合わせ 65％まで引き上げること

を目標としましたが、実績は41％台にとどまってしまったため、第二期では、区独自の目標を掲げ平成

29 年度に 52％の実施率を目標としました。しかし第一期と同様、実施率は 40%前後を推移し、まだま

だ国の目標に及ばないのが現状です。更なる行動変容に繋がる受診勧奨を工夫するとともに、人間ドッ

ク助成など、他の健診を受けた方へのインセンティブを導入することも今後の受診率向上につながる施

策であると考えます。 

＜第一期実施計画期間の特定健診実施率の目標と実績＞ 

第一期実施計画期間 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

特定健診実施率 
目標 50％ 54％ 58％ 62％ 65％ 

実績 43.1％ 41.6％ 43.6％ 43.0％ 41.2% 

＜第二期実施計画期間の特定健診実施率の目標＞ 

第二期実施計画期間 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

特定健診実施率 
目標 45％ 47％ 49％ 50％ 52％ 

実績 40.8％ 40.8％ 41.6％ 41.6％ － 

国により設置された、第三期（30 年度～35 年度）の特定健診等実施計画期間における保険者による

健診・保健指導のあり方を議論する検討会のとりまとめでは、市町村国保の特定健診実施率の目標を

60％としています。豊島区もこの目標に近づくことを目指しますが、現段階での実施率に加え今後の取

り組みによる効果を見込み、第二期同様、35年度の目標実施率を52％とします。 

＜第三期実施計画期間の特定健診実施率の目標＞ 

第三期実施計画期間 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

特定健診実施率 目標 43％ 45％ 47％ 49％ 50％ 52％ 

（２）特定保健指導実施率 

特定保健指導の実施率は、第一期実施計画では平成24年度に45％を目標としましたが、特定健診で

特定保健指導の対象者とされた人数に対し、保健指導の終了者の割合を示す実施率は、4人から5人に

1人の割合でした。また、第二期においては、全国の市町村国保の特定健診実施率の目標が60％となり、

なかなか実現できるものではありません。そこで、特定保健指導においても、区独自の目標を掲げ、他

市区町村の平均値より高い実施率を維持しています。今後は、更なる保健指導の魅力ある充実した内容

を再構築するとともに、再指導対象者においても引き続き、保健指導を受けながら、体メンテナンスが

できるよう、働きかける必要があります。 
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＜第一期実施計画期間の特定保健指導実施率の目標と実績＞ 

第一期実施計画期間 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

特定保健指導の実施率
目標 30％ 34％ 38％ 42％ 45％ 

実績 17.0％ 24.5％ 20.8％ 19.1％ 24.1％

＜第二期実施計画期間の特定保健指導実施率の目標＞ 

第二期実施計画期間 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

特定保健指導の実施率
目標 25％ 26％ 28％ 30％ 33％ 

実績 21.3％ 22.9％ 19.6％ 25.1％ － 

国の検討会のとりまとめでは、市町村国保の特定保健指導実施率の目標を 60％としています。豊島

区もこの目標に近づくことを目指しますが、現段階での実施率を踏まえ、達成可能な目標として、35年

度の目標実施率を保険者全体の目標に近い43％とします。 

＜第三期実施計画期間の特定保健指導実施率の目標＞ 

第三期実施計画期間 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

特定保健指導実施率 目標 28％ 31％ 34％ 37％ 40％ 43% 

（３）特定保健指導対象者の減少率

第一期、第二期の実施計画では、成果指標としてメタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少

を目標としていましたが、第三期では、10 年間の保健指導の実績評価を出すためにも特定保健指導対

象者の割合を図ることとします。全保険者の目標では、平成20年度と比較して、25%以上の減少を目標

としています。第二期の全国の目標は立てられていませんが、28年度現在全国平均16.1%の減少実績に

対し、豊島区では17%の減少を達成しました。 

 豊島区では、区民が流動的であるという特徴から、国平均以上の結果が望めないことから、国と同様、

35年度に、20年度の特定保健指導対象者に比べ25％以上の減少することを目標とします。

＜第一期実施計画期間の特定保健指導の実績＞ 

第一期実施計画期間 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

特定保健指導対象者 

目標(%) ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ － － － 10%減少

実数(人) 2,877 2,636 2,746 2,634 2,396 

受診者数（人） 20,464 20,282 21,345 21,118 21,184

割合(%) 14.1 13.0 12.9 12.5 11.9 

減少率(%) 7.8 8.5 11.3 15.6 
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＜第ニ期計画期間の特定保健指導の実績＞ 

第ニ期実施計画期間 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

特定保健指導対象者 

目標(%) ― － － － － 

実数(人) 2,287 2,354 2,376 2,237 － 

受診者数(人) 19,709 19,982 19,909 19,193 － 

割合(%) 11.6 11.8 11.9 11.7 － 

減少率(%) 17.7 16.3 15.6 17.0 － 

＜第三期実施計画期間の特定保健指導の目標＞ 

第三期実施計画期間 30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度

特定保健指導対象者 目標 ― － － － － 25%減少

５．特定健診・特定保健指導の事業展開等 

（１）特定健診・特定保健指導の対象者数

第三期の特定健診・特定保健指導の対象となる 40～74 歳の国保加入者数を、区の年齢層別推計人口

および現在の国保加入率等を考慮して推計しました。国保加入者全体は近年、減少傾向にありますが、

平成 37 年には団塊世代が後期高齢者へと移行するため、さらに国保加入率、特定健診・特定保健指導

の対象となる年齢層は更なる減少傾向になると推計されます。30年度には約45,000人を、その後、毎

年少しずつ減少し、35年度には約42,000人弱の対象者数を見込んでいます。

＜第三期実施計画推計対象者数（人）＞

30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

40～44歳 3,004 2,730 2,958 2,690 2,914 2,649 2,870 2,609 2,827 2,570 2,785 2,532

45～49歳 3,198 2,460 3,150 2,423 3,103 2,387 3,056 2,351 3,011 2,316 2,965 2,281

50～54歳 2,610 2,175 2,570 2,142 2,532 2,110 2,494 2,078 2,456 2,047 2,420 2,016

55～59歳 2,237 2,172 2,203 2,139 2,170 2,107 2,138 2,076 2,106 2,044 2,074 2,014

60～64歳 2,643 2,936 2,603 2,892 2,564 2,849 2,525 2,806 2,488 2,764 2,450 2,722

65～69歳 4,829 5,366 4,757 5,285 4,685 5,206 4,615 5,128 4,546 5,051 4,478 4,975

70～74歳 3,869 4,837 3,811 4,764 3,754 4,693 3,698 4,622 3,642 4,553 3,588 4,485

合計 22,389 22,676 22,053 22,335 21,723 22,001 21,397 21,670 21,076 21,345 20,760 21,025

男女計 45,065 44,389 43,723 43,067 42,421 41,785
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特定健診受診率の目標をもとに推計した各年度の年齢層別受診率と推計対象者は、次のとおりです。

性別・年齢層別に受診率が各年度の目標に近づくよう、受診率が低い40歳代・50歳代の受診率を上昇

させていくという設定のもと、推計をしています。 

＜第三期実施計画 特定健診受診率（％）＞

30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

40～44歳 30 32 32 34 36 37 40 41 43 44 46 47

45～49歳 31 35 33 37 37 40 41 44 44 45 46 47

50～54歳 32 38 34 40 38 43 42 47 44 48 48 50

55～59歳 33 41 35 43 39 46 43 48 46 49 48 50

60～64歳 34 50 36 50 40 50 44 50 46 50 50 52

65～69歳 45 61 47 61 47 61 48 61 48 61 50 62

70～74歳 50 61 52 61 52 61 52 61 52 61 52 62

合計 37 48 39 50 42 51 44 53 46 53 49 54

男女計 43 45 47 49 50 52

＜第三期実施計画 特定健診 推計受診者数（人）＞

30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

40～44歳 901 874 947 915 1,049 980 1,148 1,070 1,216 1,131 1,281 1,190

45～49歳 991 861 1,040 897 1,148 955 1,253 1,034 1,325 1,042 1,364 1,072

50～54歳 835 827 874 857 962 907 1,047 977 1,081 983 1,162 1,008

55～59歳 738 891 771 920 846 969 919 996 969 1,002 996 1,007

60～64歳 899 1,468 937 1,446 1,026 1,425 1,111 1,403 1,144 1,382 1,225 1,415

65～69歳 2,173 3,273 2,236 3,224 2,202 3,176 2,215 3,128 2,182 3,081 2,239 3,085

70～74歳 1,935 2,951 1,982 2,906 1,952 2,863 1,923 2,819 1,894 2,777 1,866 2,781

合計 8,47211,143 8,786 11,164 9,185 11,274 9,617 11,428 9,810 11,398 10,132 11,558

男女計 19,616 19,949 20,460 21,045 21,208 21,690

また、特定健診受診者のうち特定保健指導の対象者となる割合から推計した特定保健指導対象者数

と、目標実施率から推計した特定保健指導終了者数は次の表のとおりです。特定保健指導の対象者とな

る割合は、23年度は男性が約 22％であるのに対し、28年度は 19.7%と対象者が減少しました。また女

性は、23 年度が約 6％、28 年度も 5.9%とあまり変化はありませんでした。第三期は、28 年度実績(右

の表)を考慮したため、性別による特徴が推計値に表れています。30年度は特定保健指導の推計対象者

が約 2,490 人で、年々対象者数の増と特定健診受診率の上昇に伴い、35 年度には約 2,940 人と増加を

見込んでいます。また、推計終了者数については、実施方法の改正に伴う実施率の増も見込み、30年度

の約700人に比べ、35年度には大幅増の約1,260人と推計しています。 
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＜特定保健指導対象者の割合＞ 

23年度 28年度 

男性 女性 男性 女性 

40～44歳 28.5% 6.8% 29.6% 6.6%

45～49歳 33.1% 7.6% 31.1% 6.8%

50～54歳 29.8% 7.1% 26.8% 9.3%

55～59歳 25.9% 8.1% 26.6% 7%

60～64歳 22.8% 6.4% 21.2% 7%

65～69歳 17.4% 5.7% 15.9% 5.5%

70～74歳 15.3% 5.3% 13.5% 5.2%

合計 22.2% 6.3% 19.7% 5.9%

男女計 12.7% 11.7％ 

＜第三期実施計画 特定保健指導対象者 推計人数（人）＞ 

30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

40～44歳 267 58 280 60 309 63 339 68 357 71 375 75

45～49歳 308 59 322 61 355 63 387 68 408 68 420 70

50～54歳 224 77 232 80 256 83 278 89 286 88 307 91

55～59歳 196 62 205 64 224 67 244 69 257 68 264 68

60～64歳 191 103 199 101 217 100 236 97 241 95 258 98

65～69歳 346 180 355 177 350 175 352 169 347 166 356 167

70～74歳 261 153 268 151 264 149 258 144 254 142 248 139

合計 1,792 692 1,862 695 1,976 698 2,092 704 2,151 699 2,229 707

男女計 2,484 2,557 2,674 2,796 2,850 2,936

＜第三期実施計画 特定保健指導 推計修了者数（人）＞ 

30年度 31年度 32年度 33年度 34年度 35年度 

28％ 31％ 34％ 37％ 40％ 43％ 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

40～44歳 82 16 90 20 110 22 135 26 147 29 155 34

45～49歳 80 16 88 20 108 20 130 25 144 28 155 33

50～54歳 62 12 72 15 85 20 95 23 110 25 120 30

55～59歳 55 16 60 22 70 28 80 33 90 36 103 43

60～64歳 70 30 80 33 95 37 106 40 118 44 126 52

65～69歳 84 40 95 55 103 55 112 58 123 60 136 67

70～74歳 84 48 95 55 100 57 112 60 123 63 136 70

合計 517 178 580 220 671 239 770 265 855 285 931 329

男女計 695 800 910 1,035 1,140 1,260
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（２）特定健診・特定保健指導の全体の流れ 

特定健診・特定保健指導は、下記のフローのとおり実施していきます。 

健診対象者の抽出

健診受診券の作成

特定健診の実施
・区医師会に実施を委託。
・特定健診実施時に、受診者から個人情報の扱いについて
承諾を得る。

健診受診券の発送

・区が実施

・区が発送。
・発送時に健診結果からメタボ該当者や予備群と判断
された方には「特定保健指導」の案内を送付すること
を示す文書を同封する。

受診勧奨

結果の入力

階層化(危険度の判定)の実施 ・都国保連に先立ち、区医師会が実施。

健診結果の説明（情報提供）

・特定健診受診者に、結果を区医師会より郵送。あ
わせて情報提供を行う。

・希望者については、特定健診受診医療機関にて結
果の詳細を聞くことができる旨を情報提供する。

・特定保健指導対象者には、特定保健指導を受ける
よう案内を送付。また、特定保健指導実施事業者へ
の個人情報提供について利用券に記載する。

区に結果データ返却
・区に結果データ集約。
・区が特定保健指導の案内及び利用券を作成。

特定保健指導の実施

・広報紙、ホームページ掲載。
・対象者全員への受診案内通知。
・未受診者に受診再勧奨を実施。

・特定保健指導事業者にて特定保健指導を実施。

利用勧奨

・広報紙、ホームページ掲載。
・特定保健指導事業者に特定保健
指導対象者名簿を提供。

・特定保健指導事業者による個別
アプローチ。

指導完了者へのフォロー
服薬等による指導未完了者へのフォロー

特定保健指導対象
外のフォロー必要
者への対応

・特定健診実施機関が結果入力。
・要特定保健指導・要医療等の判定を行う。
・結果データを都国保連に提供。
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（３）特定健診・特定保健指導の実施方法 

第三期の特定健診の実施方法は基本的に第二期と同様です。(P.15～17、P.21～22参照) 

なお、特定健診の受診率向上のため、関係機関と協議し受診機会の拡大を図りました。下表のとお

り、誕生月毎の健診実施期間を3ヶ月から4ヶ月間に拡大し、さらに転入者および未受診者が受診で

きる期間を1ヶ月延長し2ヶ月間としました。 

また、第一期に引き続き、未受診者に対しては再勧奨通知を送付し、受け忘れのないよう配慮しま

す。 

■ 誕生月と特定健診実施月 

誕生月  ＊特定健診実施月（従前の実施月）

4月・5月・ 6月・ 7月 → 6月～ 9月 （ 6月～ 8月） 

8月・9月・10月・11月 → 7月～10月 （ 7月～ 9月） 

12月・1月・ 2月・ 3月 → 8月～11月 （ 9月～11月） 

転入者および未受診者 → 12月～ 1月 （12月） 

＊平成25年度より実施期間拡大 

第三期の特定保健指導の方法については、国の指針どおり、動機づけ支援、積極的支援ともに、最低

3 か月（90 日）で評価しても良いこととし、最高 6 か月までの保健指導を可とするよう変更いたしま

す。また、初回面接について、健診受診日にそのまま階層化し、保健指導する場合、健診機関で生活改

善目標をあらかじめ立て、結果がわかった時点で、改めて最終決定を保健指導機関にて分割実施できる

ものとします。 

 また、保健指導実施結果が良いものについて、国の指針どおり、保健指導の軽減もできるものとしま

す。 
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６．特定健診の課題と対策

（１）受診率向上に向けて 

今回実施した「特定健診アンケート」により、特定健診未受診の理由として、33.8％の人が「忙しい

ので受診できない」、21.2％の人が「自覚症状がないから受診しない」、また、「面倒」が22，7％「治療

中」19.8%という結果が得られました。また、かかりつけ医の状況をみると、「豊島区内の診療所」であ

る人が57.7％「豊島区内の病院」29.0%で、85%以上の方が豊島区内でかかりつけ医を持つという実態が

確認できました。 

特定保健指導を是非受けてみたいという人は45%で、糖尿病予防保健指導を受けたいと思っている人

60%を大きく下回っています。 

これらのアンケート結果をもとに、さらに特定健診を受診しやすくする為の体制を整え、できるだけ

多くの人が特定健診を受診することで、生活習慣病の対策に早期に取り組めるよう、次のような対策を

実施していきます。 

① 健診機会の確保 

忙しく、受診する時間がない方への対策として、土日、夜間に健診を受診できる体制を整備し、その

情報を積極的に PR します。また、受診できる医療機関を拡大し、これまで以上に健診を受診しやすく

するための体制づくりを検討します。さらに、がん検診と同時に受診できる体制づくりについても検討

し、効率性、利便性を高めていきます。 

② 受診勧奨策の充実 

特定健診の受診を忘れていた方、知らなかった方に対する対策として、広報、ホームページ、リーフ

レットなどで、健診実施期間、実施医療機関などの情報を定期的に情報発信するとともに、わかりやす

い受診勧奨通知を作成します。また、未受診者には今後も受診再勧奨通知を送付し、受診忘れのないよ

う配慮します。 

③ 情報提供方法の工夫 

健康に自信があり、健診を受診する必要性を感じない方への対策として、特定健診を受診する必要性

や大切さを理解してもらう為に、健診を受診するメリット、受診しない場合のリスクを、区医師会等と

連携し、わかりやすく情報提供していきます。また各年齢層に合った情報を提供するなど、個別性の高

い情報を提供し、自発的に健診受診してもらえるような工夫をしていきます。 

④ 事業主との連携 

人間ドック助成制度などの導入を検討します。区の健診以外で受診した人に対しては、健診結果を提

出していただくと特定健診受診率向上に繋がることをお知らせし、事業主と連携し、健診結果を区に提

出していただくよう PR します。また、より多くの人が生活習慣病を未然に防ぐことができるよう、健

診結果を確認し、リスクのある人については特定保健指導へと繋ぎます。 

⑤ 健診結果通知の工夫

健診を毎年継続して受診することで、自分の体の変化に気づき、早期に生活習慣病の対策に取り組む

ことが可能となります。健診結果通知を工夫し、継続して受診することの重要性を積極的にPRします。 
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■ 取り組む内容と年次計画 

（２）情報提供について 

アンケートの結果からも、特定健診受診率を向上させる為には、いかにわかりやすく，健診受診に繋

がるような情報を提供するかが重要な課題となります。年齢や健診結果など、個々の状況に応じて必要

な情報提供ができるよう、第三期特定健診等実施計画期間においては、「情報提供の個別化」について、

重点的に取り組みます。 

① 40歳代の受診率向上に向けての対策 

生活習慣病は若い世代からの取り組みが必要であるにもかかわらず、他の年代に比べて 40 歳代の受

診率が低いことから、特に40歳代をターゲットとして、効果的な情報提供を実施します。 

■ 40歳代の受診率向上に向けての対策 

具体的な方策 実施方法 

受診勧奨通知の

個別化と強化 

①40 歳代の受診対象者に重点的に提供したいメッセージを受診勧奨

通知に盛り込み、健診受診の必要性を情報提供する。 

②40歳代に対する受診再勧奨の回数を増やし、受診勧奨を強化する。

③受診者に対しては健診結果通知を工夫するとともに、結果説明時に

医師会と連携し、継続受診の必要性を PR する。 

取り組み内容 
年次計画 

３０ ３１ ３２ ３３ ３４ ３５ 

広報・ホームページなどで 

定期的に情報発信 

未受診者に再勧奨通知を 

送付 

受診勧奨通知、結果通知の 

見直し 

土日、夜間に健診を受診 

できる機会を確保し、 

情報をPR 

年齢層に合った個別性の 

高い情報提供の実施 

がん検診と同時に受診 

できる体制づくり 

受診できる医療機関を拡大 

継続実施

改善・実施

具体策の検討 改善・実施

具体策の検討 改善・実施

具体策の検討 実施 

具体策の検討 

具体策の検討 

実施 

実施 
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② 健診結果(リスク)別の情報提供 

健診結果が、自分の身体状況を認識し、生活習慣病を見直すきっかけとなるように、健診結果の情報

を全員に画一的なものではなく、可能な限りリスク別にし、対象者個人にあった情報を提供します。 

■ リスク別情報提供への方策

情報の種類 実施方法 

健診結果 

リスク別に様々なパターンの情報を用意し、健診結果データ

の表す意味と身体で起きていることを関連づけられる内容を情

報提供する。 

生活習慣 

個々の質問票から得られる健康状態や、生活習慣情報をもと

に、生活習慣病を引き起こす要因と具体的な改善方法の例示な

ど、個々の状況に合わせた重要度の高い情報を的確に提供する。

社会資源 

 区で実施している様々な健康施策や、対象者の身近で利用し

やすい健康増進施設、講座、講習会の開催などの情報を対象者に

合わせて提供する。 
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７．特定保健指導の課題と対策 

（１）利用率向上に向けて 

① 効果的な利用勧奨の工夫 

特定保健指導対象者は、毎年対象になる方、すでに指導を受けた方、受診勧奨域の方などさまざまな

段階に分かれているため、一律の利用勧奨にとどまることなく、対象者に合わせたきめ細かい利用勧奨

が必要です。 

利用勧奨には勧奨内容の工夫のほか、利用勧奨方法も含めて検討していきます。 

② 継続対象者への対応 

継続対象者について、保健指導を受けた方とまったく受けない方に分けて利用勧奨します。また、す

でに保健指導を受けた方でもさらに、生活改善維持するための魅力ある保健指導内容に変更し、継続利

用を推進します。 

③ 要医療者へのアプローチ 

要医療者の受診勧奨を積極的に推進し、特に毎年健診結果が要医療の方には、電話での勧奨を含め、

より一層の受診勧奨を進めていきます。 

■ 取り組む内容と年次計画 

（２）特定保健指導の精度管理 

① 事業評価 

現在の評価指標を活用した事業評価をさらに詳しく行い、その結果を細部にわたり、事業者協議会に

おいて、情報を共有するように努めます。 

② 委託事業者協議会・研修会の充実 

定期的に行う事業者協議会を利用して、利用率向上に向けての施策の検討や利用状況を確認すること

により、各事業者の利用勧奨意識を高めていきます。 

また、研修会、協議会等を通じて、各事業者の弱点を洗い出し、こまめな修正ができるよう、調整し

ていきます。 

③ 質の管理・向上に向けた取組み 

実施状況の統計化を進め、データの傾向をグラフ化することにより、実際の状況を把握しやすくし、

問題点を明確化します。取り組み視点を問題点へ集中させることで、より効果的な支援方法や支援タイ

ミング等を協議していきます。 

取り組み内容 
年次計画 

３０ ３１ ３２ ３３ ３４ ３５ 

効果的な利用勧奨の工夫 

継続対象者への対応 

要医療者へのアプローチ 

改善・実施

改善・実施

改善・実施
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■ 取り組む内容と年次計画 

取り組み内容 
年次計画 

３０  ３１ ３２ ３３ ３４ ３５ 

事業評価 

委託事業者協議会・ 

研修会の充実 

質の管理・向上に 

向けた取り組み 

改善・実施

継続実施

継続実施
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Ⅲ 第二期データヘルス計画

１．第一期データヘルス計画の考察 

（１）分析 

第一期データヘルス計画では豊島区国民健康保険の現状を確認し、他自治体（東京都平均）と比較を

しながら医療費の面から豊島区の課題の分析を行いました。その結果分かったことは、豊島区国民健康

保険の特徴は、一人当たりの医療費が低くなっていますが、それは比較的医療費のかからない 20 歳代

に外国人留学生が多数加入しているためで、年齢階層別にみると 65 歳以降では 23 区の中でも上位に

位置するなど、一概に医療費が低いとは言えないということです。 

 第二期データヘルス計画では、第一期データヘルス計画時のデータと現状を比較しながら、豊島区の

医療費の特徴について分析していきます。 

■疾病大分類別一件当たり医療費比較 

＊平成28年度、26年度それぞれの1年間の月平均を東京都平均と比べ、豊島区が上回っているも

のに「○」の表示をしている 

1 ○ ○

2

3

4 ○ ○

5 ○

6 ○ ○

7 ○ ○

8 ○ ○

9 ○ ○

10 ○ ○

11 ○ ○

12 ○ ○

13 ○

14

15 ○

16 ○

17

18 ○ ○

19

10 14計

損傷，中毒及びその他の外因の影響

疾病
コード

疾病大分類 28年度

先天奇形，変形及び染色体異常

症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの

神経系の疾患

26年度

筋骨格系及び結合組織の疾患

腎尿路生殖器系の疾患

妊娠，分娩及び産じょく

周産期に発生した病態

眼及び付属器の疾患

耳及び乳様突起の疾患

循環器系の疾患

呼吸器系の疾患

消化器系の疾患

皮膚及び皮下組織の疾患

感染症及び寄生虫症

新生物

血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害

内分泌，栄養及び代謝疾患

精神及び行動の障害

東京都国民健康保険団体連合会

「国保総合システム」より
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平成 28 年度のうち以下の分類では、一件当たりの医療費が東京都平均を上回るといった結果が出ま

した。 

・ 感染症及び寄生虫症 
・ 内分泌、栄養及び代謝疾患 ･･･糖尿病 
・ 神経系の疾患 
・ 眼及び付属器の疾患 
・ 耳及び乳様突起の疾患 
・ 循環器系の疾患  ･･･高血圧 
・ 呼吸器系の疾患 
・ 消化器系の疾患 
・ 皮膚及び皮下組織の疾患 
・ 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの 

以下の分類では、26 年度は一件当たりの医療費が都平均を上回っていたが、28 年度では下回る結果

となりました。 

・ 精神及び行動の障害 
・ 筋骨格系及び結合組織の疾患 
・ 妊娠、分娩及び産じょく 
・ 周産期に発生した病態 

26 年度では一件当たり医療費が東京都平均を 19項目中 14項目で上回っていたことに対し、28年度

では10項目に減少しています。 

これらのことから豊島区は、「一部の疾病において医療費は下がってきているが、依然東京都の中で

も医療費は高くなっている」との傾向があることがわかります。費用が高いということは一件あたりの

検査料や処置料が高いということであり、一つの可能性として「病状をある程度放置しておき症状が進

行してから受診するため、いざ受診すると検査や処置の費用が高くなる。」ことが考えられます。 

また、28年度と26年度ともに医療費が高いとされた疾病大分類の中に「内分泌、栄養及び代謝疾患」

と「循環器系の疾患」があります。この中には生活習慣病として代表的な糖尿病と高血圧が含まれます。 

高血圧や糖尿病は自覚症状がほとんどないまま病状が進行し、また、気づいても治療をせずに放置す

ると、ある日突然心筋梗塞や脳梗塞などが起こり、重大な症状が現れることがあります。生活習慣病に

も一件当たり医療費が高いとの傾向が見られることからも、治療の放置と重症化が疑われます。 

そこで次に、代表的な生活習慣病である高血圧と糖尿病について、一件当たり医療費を東京都平均と

比較します。 
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【高血圧による他区との比較】 

【合併症による日常生活への影響】 

高血圧は血圧の高い状態が続いている状態をいい、血圧とは血管を血液が流れる際に、血管の壁

にかかる圧力のことです。血圧が高いだけでは通常、特徴のある症状は現れませんが、この状態が続

くと血管が圧力により徐々に損傷していき、突然血管のダメージによる合併症を発症することがありま

す。 

血管は体中を巡っているため合併症はどこに現れても不思議ではありませんが、血管が多くある部分、

脳や腎臓、目の網膜、また心臓などは、合併症が現れる可能性が高くなります。 

高血圧の原因としては塩分の取りすぎ、肥満、運動不足、また、喫煙やアルコールの取りすぎなど、生

活習慣が大きな要因といわれています。 

■平成28年度及び26年度（診療月 4月～翌年3月分）の各区月平均（高血圧） 

各区の高血圧に対する「一件当たり医療費」を、平成28年度と26年度の1年間の月平均を取り

比較したもので、豊島区は一件当たり医療費が23区中、26年度は4位でしたが28年度は3位と

いう結果が出ました。 
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■高血圧一件当たり医療費順位（医療費の高い順） 

2年間という短期の比較ですが、一件当たり医療費

の順位を比較しました。Ｃ区、Ｉ区、Ｍ区、Ｓ区のよ

うに一部では大きな変動が見られる一方、上位、特に

Ａ区、Ｂ区、Ｄ区、豊島区等には高止まりの傾向が見

られます。 

【糖尿病による他区との比較】 

【合併症による日常生活への影響】 

糖尿病はそれ自体の症状よりも合併症による影響が大きく、糖尿病性網膜症は成人失明原因の第

２位、腎症は透析導入原因の第１位、神経障害・末梢血管障害は四肢切断原因の第１位となっていま

す。また、脳卒中、心筋梗塞等の動脈硬化による疾患は、糖尿病特有のものではありませんが糖尿病

の場合進行が早くなり重症化しやすい事が知られています。 

糖尿病自体が多くの疾患の発症（アルツハイマー病、重症感染症、悪性腫瘍、歯周病等）を促進す

ることが知られており、したがって糖尿病の予防・治療、および合併症への進展予防に取り組むこと

は区民の健康課題全般に対して大きな効果が期待できます。 

【透析医療まで進行した場合の医療費への負担】 

 透析医療まで進行した場合、外来血液透析患者の場合医療費は月約40万円、腹膜透析の場合月30

～50万円とされ（一般社団法人全国腎臓病協議会ホームページより）、費用額が大きいのみならず長

期にわたっての費用負担が問題となります。 

なお、医療費を月40万円とした場合で一般所得者の場合、保険適用分の費用負担は以下のとおり

になります。（本人負担分はありません。） 

２８万円 

保険給付(７割) 
１１万円 

特定疾病療養受療証

１万円 

都医療券

保険給付（39 万円） 東京都の
公費負担

28年度 26年度 28年度 26年度

A区 12,026 12,186 1 - 1

B区 11,565 12,131 2 - 2

豊島区 11,445 11,541 3 4

C区 11,294 10,424 4 13

D区 10,970 11,343 5 - 5

E区 10,954 10,432 6 12

F区 10,861 10,720 7 - 7

G区 10,603 10,500 8 11

H区 10,533 10,733 9 6

I区 10,352 11,595 10 3

J区 10,237 10,628 11 8

K区 10,181 10,538 12 10

L区 10,141 10,042 13 17

M区 10,117 9,635 14 21

N区 10,049 10,019 15 19

O区 9,984 10,365 16 14

P区 9,941 10,336 17 15

Q区 9,909 10,227 18 16

R区 9,861 10,021 19 18

S区 9,761 10,584 20 9

T区 9,227 9,561 21 22

U区 9,196 9,827 22 20

V区 9,128 9,093 23 - 23

医療費平均 順位
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■平成28年度及び26年度（診療月 4月～翌年3月分）の各区月平均（糖尿病） 

（注）高血圧と糖尿病の区名（アルファベット）は連動していません。 

各区の糖尿病に対する「一件当たり医療費」を、平成28年度と26年度1年間の月平均を取り比

較したもので、豊島区は一件当たり医療費が23区中、26年度は1位でしたが28年度は3位との

結果が出ました。高血圧同様上位となっています。 

また高血圧との大きな違いは、上位区と下位区の医療費の差が、高血圧が3,000円程度の差に収

まっているのに対し、糖尿病では9,000円程度の差が出ているという点です。これは、糖尿病由

来の透析費用が加算されているため、医療費全体が高めに出ていることが原因と思われます。 
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■糖尿病一件当たり医療費 順位（医療費の高い順） 

高血圧と同じく前年と一件当たり医療費の順位

を比べたところ、Ｆ区やＱ区のように極端に順位が

変動する区があることがわかりました。 

豊島区は26年度よりも順位は下がりましたが、

今もなお高い順位にとどまっています。 

●分析のまとめ 

以上分析を進めてきましたが、これまでのところをまとめると豊島区国民健康保険には 

以下の傾向が見て取れます。 

・ 前回の計画時と同様で、豊島区は一人当たりの医療費が低いが、それは比較的医療費のかからな

い20歳代に外国人留学生が多数加入しているためで、年齢階層別に集計すると65歳以降では都

平均を上回るなど、一概に医療費が低いとは言えない。 

・ 高血圧・糖尿病といった生活習慣病の一件当たり医療費が、23区の中でも上位に位置したまま推

移している。 

・ 虚血性心疾患・脳内出血等、糖尿病の合併症である疾病の一件当たり医療費が高い傾向が見られ

る。生活習慣病は症状が出にくいことから、生活習慣の乱れと症状の放置、病状進行後の受診も

推定される。 

28年度 26年度 28年度 26年度

A区 27,800 27,931 1 2

B区 27,447 26,822 2 4

豊島区 26,908 28 ,761 3 1

C区 25,875 25,359 4 8

D区 25,548 26,192 5 6

E区 25,283 27,105 6 3

F区 24,812 23,031 7 17

G区 24,587 25,697 8 7

H区 23,416 24,242 9 - 9

I区 23,265 23,389 10 13

J区 23,150 23,288 11 15

K区 23,131 23,372 12 14

L区 22,954 23,528 13 12

M区 22,938 24,105 14 10

N区 22,630 23,044 15 16

O区 22,276 23,930 16 11

P区 21,197 21,615 17 20

Q区 21,058 26,583 18 5

R区 20,989 22,863 19 18

S区 20,755 21,928 20 19

T区 20,458 21,027 21 - 21

U区 20,015 20,523 22 - 22

V区 18,552 20,152 23 - 23

順位医療費平均
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（２）事業評価 

■各年代特定健診受診率と受診勧奨の関係 

再勧奨通知の種類 

平成25年度：個人名付き、長３封書での案内 

平成26年度：４種に分けた再勧奨Ａ４サイズ圧着ＤＭ40～50歳の表紙はトシマッハ 

 平成27年度：４種に分けた再勧奨Ａ４サイズ圧着ＤＭふつうのイラスト 

平成28年度：４種に分けた再勧奨長３圧着ＤＭ 

   [4種：毎年受けている群、数年に1回は受けている群、 

     受けたことのない40～50歳代群、受けたことのない60歳代以上群] 

○封書の再勧奨状は70歳代以上の反応が良く、圧着型の再勧奨状は、50歳代後半から 

60歳代に反応がありました。40歳代については、再勧奨状での反応はそれほど高くありません。 

○同じ様式の勧奨状を2年続けて採用すると、反応が鈍くなります。 
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■3年連続受診率の割合 

特定健診は、まだまだ何年に１回受ければよいと考える人が多い中、受診勧奨の取り組みの一つとし

て、毎年受けることを推奨し続けています。23，24，25 年度に連続して受診した人の割合より、26，

27，28年度に連続して受診した人の割合が多くなりました。 

■特定保健指導実施有無の次年度の対象者の割合 

動機づけ支援、積極的支援に該当した方は、どちらも改善傾向にありますが、指導を受けた群の方ほ

うが、情報提供に改善した割合も多く、再度、積極的支援に残ってしまった方の割合は少なくなりまし

た。

指導を受けた群                        ｎ＝324 

情報提供のみ

（うち、服薬中のもの）
0 0

134
（28）

41.4％
（8.7％）

動機付け支援 266 82.0% 158 48.8%

積極的支援 58 17.9% 33 10.2%

27年度 28年度

指導を受けなかった群                      ｎ＝1249 

情報提供のみ

（うち、服薬中のもの）
0 0

437
（153）

35%
（12.2％）

動機付け支援 816 65.3% 530 42.4%

積極的支援 433 34.7% 282 22.6%

27年度 28年度

59.10

61.06

50.00 52.00 54.00 56.00 58.00 60.00 62.00

２３～２５年度

２６～２８年度

3年連続受診の割合
％
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■特定保健指導実施者と未実施者の次年度健診データの改善状況 

特定保健指導対象者の中で、特定保健指導を受けた群と受けなかった群に分けて次年度の健診結果の

変化を比較したところ、22 年度、27 年度とも指導参加者、不参加者のどちらの群も改善傾向にありま

すが、指導を受けた群がより幅広く改善され、特定保健指導の効果がうかがえます。 

     【保健指導実施者】             【保健事業未実施者】 

■特定保健指導 参加者・不参加者の比較（平成27・28年度の突合結果より） 

体重 腹囲 BMI 血圧

（高）

血圧

（低）
HDL LDL 中性脂

肪
血糖

HｂＡ１

c
参加者 -1 -1.4 -0.4 -2.4 -2.2 -0.6 -9.6 -29.3 -1.6 -0.05
不参加者 -0.6 -0.8 -0.1 -1.7 -1.2 -1 -7.9 -24.4 -0.7 0

-1 -1.4 -0.4
-2.4 -2.2 -0.6

-9.6

-29.3

-1.6 -0.05-0.6
-0.8 -0.1
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■生活習慣の変化 

運動習慣、喫煙は、改善傾向にありますが、睡眠、食関係は、改善できていません。引き続き、改善

するために生活習慣傾向の分析を進め、効果的な保健指導につなげる必要があります。 
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■糖尿病重症化予防事業開始後の健診結果から見たHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)の比較 

2 年連続健診を受診した人の HbA1c の平均値の推移を比較したところ、25年度も 26年度も次年度の

HbA1c 平均値が上昇していましたが、糖尿病予防事業開始した 27 年度では、次年度の HbA1c 平均値が

上昇しませんでした。また、25年度、26年度、27年度と年々上昇しているHbA1c平均値でしたが、28

年度は平均値の上昇はありませんでした。 

これは糖尿病予防事業の効果の一端を示すものと評価できる可能性があることから、引き続き経過を

追っていきます。

■６５歳健康寿命の推移 

 特別区保健所長会方式６５歳健康寿命は、東京都、豊島区とも年々上昇しています。 
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③ 生活習慣病 ④ 重症化

２．健康・医療情報等の分析・分析結果に基づく健康課題の抽出 

■健康・医療の分析 

① 不適切な生活習慣 

特定健診質問票（標準化比・国＝１００） 

・喫煙率：男24.9％（96.4）女10.2％（154.4）

・貧血：男6.9％（146.4）女15.6％（109.3） 

・20歳から10㎏増：男42.8％（105.）女23.7％（92.4） 

・1年間で3㎏増：男23.2％（109.3）女19.7％（109.6）

・週3回以上就寝前夕食：男24.3％（113.2）女13.4％（124.1）

・週3回以上朝食抜く：男17.6％（156.3）女12.1％（174.5）

・時々 飲酒：男25.4％（110.3）女26.8％（125.2）

・1日飲酒量（2～3合）：男20.9％（128.0）女6.8％（213.3）

・1日飲酒量（3合以上）：男7.9％（163.0）女2.4％（258.3）

・睡眠不足：男24.3＆（106.5）女28.8％（106.2） 

・改善意欲あり：男29.3％（112.2）女29.8％（105.8） 

●女性の喫煙率が多い 

●男性の貧血が多い 

●男性4割が20歳から10㎏以上増加 

●男女とも1年間で３㎏以上増加が全国基準以上 

●就寝前夕食、朝食欠食、飲酒３合以上が多い 

●睡眠不足多い 

●男性の改善意欲あり、取組み済６ヶ月が多い

特定健診有所見者の標準化比（国＝１００）  

・ＢＭＩ≧25：男31.6％（103.2）女17.5％（85.1） 

・腹囲≧85/90：男54.6％（108.7）女15.5％（89.3） 

ＢＭＩ・腹囲ともに男性の高齢側で増える。  

・中性脂肪≧150：男30.4％（106.8）女15.6％（96.4）

・ＨＤＬ＜40：男7.6％（87.6）女1.1％（62.1）  

・ＬＤＬ≧120：男51％（106.8）女57.3％（99.9）

・血糖≧100：男40.9％（144.8）女23.3％（139.2） 

全年齢で高めだが、特に高齢側で増える。 

・収縮期血圧≧130： 

男50.9％（102.8）女40.8％（95.3）  

●男女とも、高齢側で収縮期血圧が高い  

・拡張期血圧≧85：  

 男23.5％（97.5）女14.1％（97） 

●男女とも血糖値が非常に高い 

●男性のＢＭＩと腹囲と中性脂肪とＬＤＬが

高い   

特定健診有所見者の標準化比（国＝１００）  

・ＢＭＩ≧25：男31.6％（103.2）女17.5％（85.1） 

・腹囲≧85/90：男54.6％（108.7）女15.5％（89.3） 

ＢＭＩ・腹囲ともに男性の高齢側で増える。  

・中性脂肪≧150：男30.4％（106.8）女15.6％（96.4）

・ＨＤＬ＜40：男7.6％（87.6）女1.1％（62.1）  

・ＬＤＬ≧120：男51％（106.8）女57.3％（99.9）

・血糖≧100：男40.9％（144.8）女23.3％（139.2） 

全年齢で高めだが、特に高齢側で増える。 

・収縮期血圧≧130： 

男50.9％（102.8）女40.8％（95.3）  

●男女とも、高齢側で収縮期血圧が高い  

・拡張期血圧≧85：  

 男23.5％（97.5）女14.1％（97） 

●男女とも血糖値が非常に高い 

●男性のＢＭＩと腹囲と中性脂肪とＬＤＬが

高い   

入院医療費（標準化比・国＝100）単位：円

・総額：男 3.6億（0.81）女 3.0億（0.90）
・脂肪肝：男 16万（1.18）女 16万（2.01）
・動脈硬化症：男 1.3百万（1.62）

女 33万（1.26）
・脳梗塞：男 1.0千万（0.76）

女 7.1百万（1.16）
・心筋梗塞：男 4.3百万（0.90）

女 1.2百万（1.19）

●脂肪肝と動脈硬化症入院医療費は男女と

も国より高め。

●女性は脳梗塞と心筋梗塞の入院医療費が

高め。

② 生活習慣病予備軍 
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■分析結果に基づく課題抽出 

（１）生活習慣に関する課題 

    ・女性の喫煙、飲酒が多いことから、改善策を検討する必要があります。 

    ・生活習慣、特に食生活に問題のある人が多く、保健指導では、食生活指導に力を 

入れる必要があります。 

    ・男性は生活習慣改善意欲が高いので、継続的な飽きのこない支援が必要です。 

（２）生活習慣病に関する課題 

    ・男女とも、高血糖、脂質異常の割合が多く、引き続き、重症化予防事業を推奨して 

いく必要があります。 

    ・男性は、肥満および貧血が多く、特定保健指導の継続と貧血対策が必要です。 

    ・女性は、肥満が少なく、高血糖予備群が多いため、非肥満の保健指導が必要です。 

（３）生活習慣病重症化予防に関する課題 

    ・女性は、心筋梗塞、狭心症で入院する方が多く、重症化する前の生活習慣を早めに 

整えるための支援が必要です。 

    ・男性は、脂肪肝による入院が多いことから、脂肪肝の原因をさぐり、新たな保健 

指導への取り組みが必要です。 

⑤ 要介護状態・死亡 

平均寿命（国比較）：

・男 79.6（＋0）女 86.3（＋1）
健康寿命（国比較）

・男 65.7（＋5）女 66.8（＋0）
平均寿命は男性の期間が女性より短い割に
男性の健康寿命は長い

死因別ＳＭＲ（国＝100）
・悪性新生物 男 103.7 女 108.0
・心疾患   男 107.5 女 93.4
・脳血管疾患 男  97.6 女 94.4
・肝疾患   男 158.9 女 124.1
・腎不全   男 81.5  女 876 
・心不全   男 72.6  女 67.2
・自殺    男 90.7 女 136.4 
●全国比で悪性新生物・心疾患・肝疾患が多
い
●女性の自殺が多い。
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３．第二期データヘルス計画の目標・事業展開等 

（１）目標設定について

第一期データヘルス計画の実績と考察に基づき、一定程度の事業評価を押さえつつ、第二期計画にお

いても優先的に取り組む疾病を設定し、第二期データヘルス計画の目標を設定します。 

優先的に取り組むべき疾病は、区民の健康度を高め、かつ、国民健康保険医療費の適正化を目的に、

下記の４点に留意して検討した結果、第二期データヘルス計画においても糖尿病を優先的に取り扱う事

とします。 

① 一件当たりの医療費の高さ 

第一期の取り組みにおいて、糖尿病についての怖さ、重篤への危機感など区民への周知を行

ってきました。事業への関心度を計ると一定程度の行動変容に繋がったことがわかります。し

かし、いまだ糖尿病の医療費にかかる割合は高く、引き続き、重点的に取り組む必要があると

判断しました。 

② 糖尿病が区民の健康課題において占める位置

患者数が多いため、対策を取ることで多くの区民の健康に資すると考えられること、また、

合併症による日常生活への影響が大きいこと（網膜症は、成人失明原因の第2位、腎症は透析

導入原因の第１位 等）や、糖尿病自体が多くの疾患の発症を促進すること（アルツハイマー

病、重症感染症、悪性腫瘍、歯周病等）などから、糖尿病の対策が他の多くの疾病対策につな

がっています。したがって、引き続き、糖尿病の予防・治療、および合併症への進展予防に取

り組むことは、区民の健康課題全般に対して大きな効果が期待できます。 

③ 糖尿病が国民健康保険医療費に占める位置 

糖尿病の合併症のうち、腎症が進展して透析医療が必要となった場合についての医療費は先

に示したとおりです。透析導入時期を遅らせることができれば、医療費の適正化に大きな効果

が期待できます。 

④ 他自治体保険者等における先進事例があること 

すでに他保険者における先進事例があることや、厚生労働省が好事例の横展開を図っている

ことから、患者への保健指導等については、これらの事例を参照することで事業を効率的に行

うことが期待できます。 

指針では生活習慣病として糖尿病の他に、①がん、②慢性閉塞性肺疾患、③循環器疾患（高血圧等）

が上げられていますが、①がんに関してはすでに区民全体を対象に事業（がん検診）を行っており、ま

た、②慢性閉塞性肺疾患に関しては他の生活習慣病に比べて件数が少ないため、医療費削減効果が見込

まれません。③循環器疾患（高血圧等）と糖尿病を比較すると、糖尿病は人工透析移行の一番の原因で

あることから、医療費的には糖尿病対策のほうが大きな効果が見込まれること、また、糖尿病対策とし

て行われる生活習慣の改善は高血圧対策としても効果があることなどから、糖尿病を優先的に取り扱う

事とします。 

そこで本計画の目標を、以下のように定めます。 

計画の目標の達成状況についての評価は、計画の最終年度に行うものとし、その評価結果は次期計

画に反映いたします。 

本人が、生活習慣病に関する意識・知識を持ち、生活習慣の問題に気づき、主体的・

継続的に改善に取り組み、健康的な生活を送ることができるようになる。 

目

標
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（２）事業の展開について 

糖尿病・循環器疾患・メタボリックシンドロームなどの生活習慣病の予防は、被保険者が生涯を通じ

て健康な生活を送るために欠かせない予防対策です。  

 豊島区でこれまでに実施した、糖尿病予備群に対する保健指導や、糖尿病重症化予防のための受診勧

奨の実績を踏まえ、個人に寄り添った、きめ細かい生活支援を行います。同時に食生活改善や運動習慣

の定着などの一次予防、生活習慣病の予防のための健康診査、特定保健指導などの二次予防に重点を置

いた生活習慣病予防対策にも一層力を入れ、個々の被保険者の生涯にわたる健康増進を進めていきま

す。 

 また、糖尿病患者の腎症移行リスクを調べ、的確な治療、保健指導を目指します。 

① アプローチ方法

 個々が主体的に健康づくりに取り組み、糖尿病の発症予防ができるように、区民に対し、糖尿病予防

に関する知識の普及啓発や広報活動を行います。（一次予防） 

 また、特定健診の実施により糖尿病を含む生活習慣病の予防、ならびに早期発見・早期治療を推進す

るとともに、健診の結果、糖尿病予備群者とされた方に対して保健指導を実施し、糖尿病の発症予防を

図ります。（二次予防） 

さらに、糖尿病が発症しているにもかかわらず必要な治療を受けず、機能の維持及び回復を図ること

が出来ていない方を、適切な医療に繋ぎ、継続医療支援の実施を検討し、糖尿病の重症化予防の実施を

検討します。糖尿病性腎症のリスクを早期に発見し、適切な治療と保健指導を進めます。（三次予防） 

② 事業計画（地域保健課・国民健康保険課） 

一次予防では、広報紙を使っての糖尿病に関する情報提供及び、「としま健康チャレンジ」や「健康

展」など、各種事業やイベントにおいて普及啓発を行います。 

二次予防事業では、特定健診受診者のうちメタボリックシンドロームに該当しない（非メタボ）糖尿

病予備群者に対して保健指導を実施し、糖尿病の発症を予防します。さらに、医療機関への受診が必要

であるにもかかわらず未受診である高血糖者に対して、受診を勧奨し、早期治療に繋ぐことで重症化を

予防します。 

また、関係機関と協議を重ね、医療中断者の受診再開支援及び継続医療支援、保健指導等の三次予防

事業開始に向けた準備を進めていきます。 

一次予防事業 
生活習慣を改善して健康を増

進し疾病の発症を予防する

三次予防事業 
疾病が発症した後必要な治療

を受け、心身機能の維持及び回復
を図る

二次予防事業 
特定健康診査等による疾病の早

期発見及び早期治療
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（３）その他の保健事業

  ① 後発医薬品の使用率向上 

ジェネリック医薬品の使用促進 

ジェネリック医薬品（後発医薬品）は、先発医薬品と同等の効果、効能を持つ医薬品のこと

で、開発コストが少ないため一般的に先発医薬品に比べ薬価が安くなっています。 

ジェネリック医薬品を普及させることは、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に資すると

して国もその使用を推進していることから、今後も普及啓発に努めます。 

従来から行われているジェネリック希望カード・シールの窓口配布については今後も継続

し、更なる周知と利用促進を図ります。 

また、生活習慣病・慢性疾患を中心とした薬剤の投与を受けている方で、ジェネリック医薬

品に切り替えた場合、どれだけ薬代の軽減が図れるかを具体的にお知らせする「ジェネリック

医薬品差額通知」については、送付対象を薬代差額が 300 円以上から 100 円以上の方へ引き

下げることにより、平成27年度から対象者を拡大しました。今後も送付数を増やす方法につ

いて検討を行い、ジェネリック医薬品に対する理解と更なる利用促進を図ります。 

その他、豊島区薬剤師会と協力し、健康展においてジェネリック医薬品に関する相談や情報

提供を行います。 

② セルフメディケーション 

セルフメディケーションとセルフメディケーション税制 

≪セルフメディケーション（自主服薬）とは≫ 

      世界保健機関（WHO）の定義によると、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は、

自分で手当てすること」とされています。お医者さんに行くほどではないが、売薬を購入して自    

らの責任で病気を治そうとすること、いわゆる自己治療のことを指します。 

≪セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）≫ 

      適切な健康管理のもとで、医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾    

病の予防への取り組みとして、一定の取り組み（健康診断、がん検診、予防接種受診など）を行  

う個人が、平成29年 1月1日から平成33年 12月 31日までの間に、スイッチOTC医薬品（要  

指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品）を購入した際に、その購入 

費用について、所得控除を受けることができるものです。 

これまでは、医療にかかった方の医療費控除制度はありましたが、お医者さんに行かない方で、  

自己治療をする方にも一定の決まりにおいて減税される仕組みができました。 
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■取り組む内容と年次計画 

取り組み内容 
年次計画 

３０ ３１ ３２ ３３ ３４ ３５ 

広報特集号を 

年１回発行 

（糖尿病に関する

情報提供） 

特定健診・特定 

保健指導の実施 

糖尿病予防のため

の保健指導 

医療機関受診状況

調査の実施 

糖尿病ハイリスク

未受診者の医療機

関への受診勧奨、

および保健指導の

実施 

糖尿病治療中断者

への受診再開勧奨

および保健指導 

糖尿病患者への 

保健指導 

検討 

実施検討
準備実施

計画実施

一部変更実施

実施 

実施 

実施 

検討 

実施準備
準備実施

見直し検討

見直し検討

見直し検討
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（４）事業の評価 

生活習慣病重症化予防の最終目標は、糖尿病、高血圧症等の生活習慣病の有病者や予備群の減少であ

り、長期的には医療費の適正化の観点からも評価を行います。本計画の具体的な指標は、実施量を計る

アウトプット評価と実施の結果から考察するアウトカム評価より構成し、それぞれの指標を掲げて、そ

の達成を目指します。 

取り組み内容 対象者 

現在値（28年度） 目標（35年度） 

アウトプット 

（実施量）評価 

アウトカム（実施

の結果）評価 

アウトプット 

（実施量）評価 

アウトカム（実施

の結果）評価 

糖尿病予防の

ための保健 

指導 

国保特定健診の結

果、高血糖であり、

糖尿病薬未服薬であ

る糖尿病予備群者

（特定保健指導対象

者を除く） 

対象者数 

 3,167人 

指導者数 

 468人 

指導率 

 14.8％ 

・対象者の 

減少 

・実施指導 

割合増加 

・健診データ

（HbA1cの 

平均値） 

現状維持 

対象者数 

 2,500人 

指導者数 

 625人 

・指導割合 

向上 

・検査データ

の改善 

・生活習慣 

改善向上 

糖尿病ハイリ

スク未受診者

の医療機関 

受診勧奨 

国保特定健診の結

果、医療機関への受

診が必要であるにも

かかわらず、未受診

である高血糖者（特

定保健指導対象者

含） 

対象者数 

  929人 

受診勧奨数 

  616人 

・対象者の 

減少 

・健診データ

（HbA1cの 

平均値） 

現状維持 

対象者数 

  800人 

受診勧奨数 

  700人 

・受診につな

がった数 

・検査データ

の改善 

・生活習慣 

改善向上 

・糖尿病重症

化遅延 

糖尿病治療 

中断者へ受診

再勧奨および

保健指導 

糖尿病治療を中断し

ていると思われる者 

治療中断者 

   4人 

 治療中断者 

   0人 

・生活習慣 

改善向上 

・糖尿病重症

化遅延 

糖尿病患者 

への保健指導

医師が保健指導を 

認めた糖尿病患者 

未実施 未実施 対象者数 

  5人 

・透析延期 

年数 

3年×5人 

後発医薬品の

使用率向上 

18歳～74歳国保 

被保険者 

「ジェネリッ

ク医薬品差額

通知」送付数

11,828件 

・ジェネリッ

ク医薬品に対

する意識啓発

及び使用率の

向上 

「ジェネリッ

ク医薬品差額

通知」送付数

18,000件 

・ジェネリッ

ク医薬品の使

用率向上 
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Ⅳ 計画の推進 

１．計画の進捗管理・評価 

区は豊島区国民健康保険の保険者として、今後も次期計画を策定するだけでなく、各期内においても

必要に応じて計画を見直します。また、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の企画、立案、

運営を今後も行っていくと共に、事業の運営についても庁内において適切な実施体制を構築します。 

（１）進捗管理 

計画については、効果的に事業を展開していく為に、ＰＤＣＡサイクル（Plan（計画）Do（実施）Check

（評価）Action（改善））の考え方に基づき計画の進捗管理を行います。 

本計画の作成及び変更が行われた際は区のホームページにて公表いたします。また、次期計画作成の

際は事前に区のホームページ上に公表すると共に、パブリックコメントを実施し、広く区民の意見を募

集します。 

（２）計画の見直し 

本計画の推進につきましては、他法（健康増進法・他健康保険制度等）で行われている保健事業との

連携も検討し、効率的な事業運営を図ります。また、地域との連携、特に医療機関との連携については、

重要課題の一つとして調整を図ります。 

これら関係各所との連携・調整によって事業内容に変更が生じた際は、期間内においても随時計画を

見直します。 

計画の進捗管理、評価とともに計画の修正の必要性が生じた場合は、適宜計画の修正を行っていきま

す。計画の修正については、国民健康保険課、地域保健課を中心として構成する検討会で検討し、豊島

区国民健康保険運営協議会のご意見をお聞きしつつ計画の修正にあたります。

（３）計画の公表・周知 

本計画の作成及び変更が行われた際は区のホームページにて公表いたします。また、次期計画作成の

際は、事前に区のホームページ上に公表すると共に、パブリックコメントを実施し、広く区民の意見を

募集します。 

Plan（計画）

・健康課題の分析

・保健事業の企画

Do（実施）

・保健事業の実施

Action（改善）

・保健事業の修正

Check（評価）

・保健事業の検証
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２．効果的な施策展開のために 

（１）データ管理 

① 個人情報について 

特定健診・特定保健指導に関するデータや記録は非常に重要な個人情報です。個人情報の保護に関す

る法律やこれに基づくガイドライン等を踏まえ、厳格な運用・管理を行います。 

特定健診・特定保健指導の委託先に対しては、個人情報の厳重な管理や目的外使用の禁止等について

契約書に定めるとともに、その徹底を求め、委託先の管理体制をチェックしていきます。 

② 事業主健診等の健診受診者のデータ収集 

国保加入者が区の実施する特定健診ではなく、これに相当する健診（事業主健診等）を受けた場合は、

その結果を区に提供していただくと、特定健診を受診したとみなすことができ、受診者数にカウントす

ることができます。このため、区への健診結果提出のお願いを、区から送付する特定健診の通知に明記

し、事業主健診等の健診データの収集に努めます。 

（２）健康づくり施策との連携 

① 40歳未満の者に対する健診の推進 

40歳代の健診受診率の低迷を克服するため、40歳未満の者に対する健診をさらに推奨し、特に正しい

生活習慣の普及啓発を実施していきます。 

② 健康チャレンジ事業との連携 

区で実施するポピュレーション事業「としま健康チャレンジ」に積極的につなげ、支援後の取り組み

を楽しみながら行えるようにします。 

③ 民間企業との連携 

区内の民間企業が、社員のワークライフバランスの視点をふまえつつ、健康づくりに取り組み、活気

ある健康的な社員の増加につなげられるよう、区が健康づくりの普及啓発活動を行うとともに、区とと

もに健康づくり事業に積極的に参加する企業を増やすため、企業への働きかけを進めていきます。 

（３）関係機関・団体との連携 

特定健診、特定保健指導を効果的、効率的に実施するために、豊島区医師会、豊島健診センターと連

携し、事業を進めていきます。また、都・国の研修、講習会等を積極的に活用し、事業の質の向上に努

めます。 
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資料                              

１．計画策定における調査の概要 

■調査名 

「特定健診・特定保健指導に関する意識調査」 

■調査目的 

この調査は、平成 30 年度に改定される国民健康保険データヘルス（特定健診・特定保健

指導実施）計画の基礎資料とする。 

■調査の設計及び回収結果 

① 調査地域 豊島区内全域 

② 調査対象 40歳～74歳までの国保加入者を年齢層毎に無

作為に抽出 

③ 標本数 3,000人 

④ 有効回収数 1,147人 

⑤ 調査方法 郵送法 

⑥ 調査期間 平成29年 6月 5日～6月26日 

⑦ 調査実施機関 一般社団法人輿論科学協会 
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＜調査票と単純集計結果＞

  特定健診・特定保健指導に関する意識調査質問項目 

[ 単位：％ ,基数(N)表記のないものはN = 1,147 ]

問１ あなたは、現在、自分のことを健康だと思いますか。（○は１つ） 

23.3 健康である      16.6  あまり健康ではない    
53.2  まあ健康である  6.0  健康でない                     （無回答 1.0 ）

問２ あなたは､ご自身の生活習慣（食事･運動など）についてどう考えていますか｡(○は１つ) 

29.4 生活習慣に特に問題があるとは思わない  
12.3 生活習慣の改善が必要だとは思うが、生活習慣を変えようとは思わない  
23.1 生活習慣の改善が必要だとは思うが、生活習慣を変えることはできない  
8.0 生活習慣の改善が必要だと思い、１ヶ月以内に具体的に取り組みたいと考えている  

23.8 生活習慣の改善が必要だと思い、すでに取り組み・行動を始めている 
1.2 関心がない                                             （無回答 2.2 ）

問３ あなたは、この１年間に健診（健康診査・健康診断）を受けましたか。
※がん検診を除きます。（○はいくつでも）

62.1 区で実施する健康診査を受けた  7.1 その他で受けた（具体的に：   ）

 5.1 職場で実施する健康診断を受けた      24.2 受けていない 

11.8 個人で受ける健康診断を受けた(人間ドックなど)                     （無回答 －）

<<問３で「５．受けていない」と回答した方におたずねします>> 
問３－１ 健康診査・健康診断を受けていない理由は何ですか。（○はいくつでも）N=278 

33.8 多忙、時間が合わない        22.7 面倒

 2.2 健診があることを知らない      13.3 結果を知るのが怖い 

21.2 自覚症状なし             9.4 費用がかかる

19.8 医療機関で治療中           4.3 特に理由はない

10.8 必要性を感じない           8.6 忘れていた

 4.7 かかりつけ医が実施医療機関でない  10.4 その他（具体的に：          ）

 3.2 受診方法がわからない  （無回答 0.4）

 問４ 健康診査・健康診断をどのようなところで受けたいですか。（○はいくつでも） 

55.4 かかりつけ医      12.2 豊島区外の医療機関（職場の近くなど） 

48.5 家の近く         6.8 その他（具体的に：       ）     （無回答 2.4）

問５ 豊島健康診査センターをご存知ですか。（○は１つ） 

60.1 知っている 

14.9 聞いたことはあるが、どのようなものかわからない 

24.4 知らない                                （無回答 0.6）

問６ がん検診の中で定期的に（２年に１回以上）受けているものを選んでください。（○はいくつでも） 

27.2 胃がん          24.5 乳がん        2.3 その他（具体的に：       ） 

33.8 大腸がん         18.4 肺がん       38.3 定期的には受けていない 

21.1 子宮頸がん         7.7 前立腺がん                   （無回答 7.9） 
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<<問６で １～７（定期的にがん検診を受けている）と回答した方におたずねします>> 

問６－１ どこでがん検診を受診していますか。（○はいくつでも）N= 617

75.9 区が実施するがん検診    1.5 職場が実施するがん検診 

 6.8 人間ドック        26.7 その他（具体的に：    ）       （無回答 4.1）
問７ 健診結果に問題が見られた方（メタボリックシンドローム該当者及びその予備群）に対して保健指

導（生活習慣改善のための相談・支援）を実施しています。 

もし、あなたが健診結果から対象となった場合、保健指導を受けたいと思いますか。（○は１つ）

45.0 受けたい        37.8 どちらともいえない    10.9 受けたくない      

  （無回答 6.4）

<<問７で「２.どちらともいえない」「３.受けたくない」と回答した方におたずねします>> 
問７－１ 保健指導を受けたいと思わない理由は何ですか。（○はいくつでも） N=558

24.7 特定保健指導がどのようなものかよくわからない 15.2 保健指導を受けても実行できない

15.4 効果があるかわからない 19.0 自己管理ができているので必要性を感じない
5.2 育児や介護で時間がとれない 21.7 必要があれば医療機関で受診できる

17.7 仕事が休めない 6.3 生活習慣を指導されるのは嫌だ

0.4 会社等で保健指導を受けている 16.7 面倒くさい

17.9 通院中で医師の指導を受けている  7.9 その他（具体的に：  ） 

（無回答 2.2）

問８ 豊島区では、国保特定健診結果にて、糖尿病リスクの高い方に糖尿病重症化予防保健指導を行って
います。もし、あなたが健診結果から対象となった場合、糖尿病予防保健指導を受けたいと思いま
すか。（○は１つ）

60.3 受けたい         25.5 どちらともいえない    8.3 受けたくない     （無回答 5.9）

<<問８で「２.どちらともいえない」「３.受けたくない」と回答した方におたずねします>>
問８－１ 糖尿病予防保健指導を受けたいと思わない理由は何ですか。（○はいくつでも） N=387

20.4 糖尿病予防保健指導の内容がわからない 14.7 指導を受けても実行できない

14.0 効果があるかわからない 19.6 自己管理ができているので必要性を感じない
 6.2 育児や介護で時間がとれない 7.2 生活習慣を指導されるのは嫌だ

16.3 仕事が休めない 16.8 面倒くさい

 0.3 特定保健指導を受けている 10.1 そ の 他 （ 具 体 的

に：          ）

22.5 通院中で医師の指導を受けている （無回答 1.3） 

問９ ジェネリック医薬品について知っていますか。（○は１つ）

89.6 知っている 

 5.0 聞いたことはあるが、どのようなものかわからない 

 2.3 知らない                                                          （無回答 3.1）
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問１０ 今までにジェネリック医薬品を使用したことがありますか。（○は１つ） 

61.4 使用したことがあり、今後も使用すると思う 

 9.0 使用したことがあるが、今後は使用したくない 

18.1 使用したことがない 

8.3 わからない                                                            （無回答 3.2） 

<<問１０で「２．使用したことがあるが、今後は使用したくない」と回答した方におたずねします>> 

問１０－１ なぜ今後は使用したくないのですか。（○はいくつでも）N=103

33.0 効果が弱かった 

12.6 副作用がでた 

55.3 なんとなく不安 

21.4 その他（具体的に：           ）                      （無回答 1.0）

<<問１０で「３．使用したことがない」と回答した方におたずねします>> 

問１０－２ 使用しない理由は何ですか。（○はいくつでも）N=208

 8.7 効果が弱そう 

 6.7 副作用がありそう 

23.6 なんとなく不安 

45.2 医療機関で勧められたことがない 

11.1 ジェネリックが存在しない医薬品を服用している 

21.6 その他（具体的に：           ）                             （無回答 3.4） 

問１１ あなたは、内科のかかりつけの病院、診療所がありますか。（○は１つ） 

78.4 ある               18.8 ない                   （無回答 2.8） 

<<問１１で「１．ある」と回答した方におたずねします>> 

問１１－１ かかりつけ医はどのような医療機関ですか。（○はいくつでも）N=899 

57.7 豊島区内の診療所      9.8 豊島区外の診療所

29.0 豊島区内の病院（都立以外） 10.9 豊島区外の病院（国立･都立･大学病院以外）

 5.3 豊島区内の都立病院     11.6 豊島区外の国立･都立･大学病院          （無回答 0.2）
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    調査結果を全体として統計的に分析するために、下記の設問にお答えください。  

（無記名での調査になりますので個人が特定されることはありません。ご安心ください。） 

Ｆ１ あなたの性別をお答えください。（○は１つ） 

42.7  男性      55.9  女性      0.7  無回答                  （無回答 0.7） 

Ｆ２ あなたの年齢について、お答えください。（○は１つ） 

7.7  ４０～４４歳           16.0  ６０～６４歳 

   8.8  ４５～４９歳           21.1  ６５～６９歳 

   9.2  ５０～５４歳           22.8  ７０～７４歳 

13.7  ５５～５９歳                                （無回答 0.8） 

Ｆ３ あなたのお住まいの地域はどちらですか。１～５の中からお選びください。（○は１つ） 

22.2  東部地域 （駒込、巣鴨、北大塚１・２丁目、南大塚） 

20.3  北部地域 （西巣鴨、北大塚３丁目、上池袋、池袋本町） 

16.1  中央地域 （東池袋、南池袋１・２丁目、西池袋１・３・５丁目、池袋） 

13.7  南部地域 （南池袋３・４丁目、西池袋２・４丁目、雑司が谷、高田、目白） 

26.9  西部地域 （南長崎、長崎、千早、要町、高松、千川）           （無回答 0.8）

Ｆ４ あなたは、現在、どなたと暮らしていますか。（○はいくつでも） 

25.7  ひとり暮らし            3.1  兄弟姉妹 

49.8  配偶者（夫または妻）        2.1  孫 

30.6  自分の子ども（その配偶者を含む）  0.7  その他親戚 

13.9  親                 2.1  その他（具体的に：        ） 

0.3  祖父母（または祖父､祖母いずれか）                      （無回答 0.8） 

Ｆ５ あなたの職業について、お答えください。（○は１つ） 

23.0  自営業（商店経営等）         - 学生 

2.6  会社・団体等の役員        18.7  パートタイマー、アルバイト 

5.6  会社員、公務員、団体職員等    28.8  無職 

14.0  専業主婦（夫）、家事手伝い     6.0  その他（具体的に：    ） 

（無回答 1.3） 
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２．用語解説 

■メタボリックシンドローム 

内臓脂肪型肥満を共通要因として高血糖、高血圧、脂質異常といった危険因子が２つ以上ある状態。

危険因子が重複した場合には、動脈硬化性疾患の発生頻度が高まるため、より早期に把握することが

重要となっている。平成 25 年度からは「内臓脂肪症候群」から「メタボリックシンドローム」に改

められた。 

 ■基準該当

健診結果から判定した、メタボリックシンドロームの該当。 

  内臓脂肪型肥満に加え①血糖値が高い②血圧が高い③中性脂肪値が高い又は HDL コレステロール

が低い、といった危険因子を２つ以上もった状態。

■予備群該当

健診結果から判定した、メタボリックシンドロームの予備群該当。 

内臓脂肪型肥満に加え①血糖値が高い②血圧が高い③中性脂肪値が高い又は HDL コレステロール

が低い、といった危険因子を１つ以上もった状態。

■生活習慣病

食生活・運動・休養・喫煙・飲酒などの生活習慣がその発症・進行に関与する疾患である「肥満」・

「高血圧症」・「脂質異常症」・「糖尿病」などの総称。 

■疾病大分類・疾病中分類

わが国の疾病罹患の状況を概括できるように推定患者数を基準にして分類したもの。WHOより公表

されている国際疾病分類に準じて定められている。 

■血液学的検査

貧血・多血症の有無、感染症などを把握する検査。 

 ■血液生化学検査

肝臓や腎臓、脂質、血糖の異常を把握する検査。 

 ■眼底検査

眼底を撮影することで、血管の動脈硬化の状態を調べる検査。 

■心電図検査

心臓の働きを調べる検査で、心筋梗塞や不整脈のチェックをする。 

■標準純音聴力検査

難聴の有無を調べる検査。 

■脂質異常

特定健診における脂質異常とは、中性脂肪が高い、またはHDLが低い状態。 
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■評価指標

特定保健指導の評価実施の基礎となる項目。 

 評価は「個人」「集団」「事業」「最終評価」など評価項目ごとに指標をもって評価する。また評価

手段、評価時期、評価者も併せて決定しておく。

■法定報告

高齢者の医療の確保に関する法律第142条に基づき、社会保険診療報酬支払基金に対し、特定健診

等の実施状況を報告するもの。年度途中で転入又は転出の異動をした者等は、報告の対象外となる。 

■健康チャレンジ事業

「いつでも、だれでも、どこででも」をモットーに、区民が主体的にかつ気軽に参加できるプロ 

グラムを区や、地域の健康づくり活動に賛同する民間企業、団体、区民グループ等が提供し、自分 

に合った健康的なライフスタイルを見つけることを支援する事業。（豊島区独自の事業） 

 ■HbA1c（ヘモグロビンエーワンシ―） 

HbA1c とは血液中のブドウ糖と赤血球に含まれるたんぱく質であるヘモグロビンが結合したもの。 

過去1～2ヶ月の血糖値を反映する数値で、検査前の数日間だけ糖質が少なめの食事をしてもほとん 

ど影響を受けない。 

 ■血糖値 

血液中のブドウ糖の量のこと。ブドウ糖が適切にエネルギーとして細胞に取り込まれていないと 

空腹時でも血糖値が高くなり、糖尿病の疑いがあることがわかる。しかし血糖値は直前の食事の影 

響を受けてしまうので、一回だけの検査では普段の状態を判定できない。 
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３．計画策定の検討体制 

第三期特定健康診査・特定保健指導実施計画及び第二期データヘルス計画検討会 

第三期特定健康診査・特定保健指導実施計画及び

第二期データヘルス計画検討会設置要綱 

平成29年 6月 1日 

区  民  部  長  決  定

（目的）

第１条 この要綱は、第三期特定健康診査・特定保健指導実施計画及び第二期データヘルス

計画検討会（以下「検討会」という。）の設置について、必要な事項を定める。

（所掌事務）

第２条 検討会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画策定に関すること。

(2) 診療報酬明細書（レセプト）等の集計・分析に関すること。

(3) 保健事業の運営体制に関すること。

(4) 保健事業の実施方法に関すること。

(5) 保健事業評価に関すること。

(6) その他保健事業に関すること。

(7) 計画作成に係る関係部署との調整に関すること。

（構成）

第３条 検討会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1)  区民部長

(2)  健康担当部長

(3)  池袋保健所長

(4)  区民部国民健康保険課長

(5)  保健福祉部地域保健課長

(6)  池袋保健所健康推進課長

(7)  池袋保健所長崎健康相談所長

(8)  区民部国民健康保険課国民健康保険担当係長（管理グループ）

(9)  区民部国民健康保険課国民健康保険担当係長（給付グループ）

(10)保健福祉部地域保健課地域保健担当係長（保健事業グループ）

(11)保健福祉部健康推進課健康推進担当係長（保健指導グループ）

(12)保健福祉部健康推進課健康推進担当係長（栄養グループ）

(13)保健福祉部長崎健康相談所長崎健康推進担当係長（保健指導グループ）

２ 会長は区民部長とし、会務を総括する。

３ 副会長は、健康担当部長と池袋保健所長とする。
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（運営）

第４条 検討会は、会長が招集する。

 ２ 会長に事故があるときは副会長がその職を代理する。

 ３ 会長は、必要があると認めるときは、事案に関係のあるものを検討会に出席させ、説

明を求め意見を聞くことができる。

（部会）

第５条 会長は、必要に応じ、検討会の下に部会を置くことができる。

 ２ 部会は、会長が指名する委員及びその他必要な職員をもって構成する。

 ３ 部会の運営については、前条の規定を準用する。

（庶務）

第６条 検討会及び部会の庶務は、国民健康保険課及び地域保健課において処理する。

（その他）

第７条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に必要な事項は、会長が定める。

附 則

この要綱は、決定日から施行する。
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特定健診・特定保健指導検討会 名簿 

職  名 氏  名

会 長 区民部長 佐 藤 和 彦

副会長 健康担当部長 常 松 洋 介

副会長 池袋保健所長 佐 藤 壽志子

国民健康保険課長 佐 藤 重 春

地域保健課長（健康担当部長事務取扱） 常 松 洋 介

健康推進課長 石 丸 雄 二

長崎健康相談所長 荒 井 和 子

国民健康保険課国民健康保険担当係長（管理グループ） 倉 本 彰

国民健康保険課国民健康保険担当係長（給付グループ） 宮 澤 和 子

地域保健課地域保健担当係長（保健事業グループ） 上 野 雅 子

健康推進課健康推進担当係長（保健指導グループ） 宮 川 玲 子

健康推進課健康推進担当係長（栄養グループ） 中 野 弘 子

長崎健康相談所長崎健康推進担当係長（保健指導グループ） 石 井 実 芳

特定健診・特定保健指導検討会作業部会 名簿 

職  名 氏  名

健康担当部長 常 松 洋 介

国民健康保険課長 佐 藤 重 春

国民健康保険課国民健康保険担当係長（管理グループ） 倉 本 彰

国民健康保険課管理グループ 三 井 智 世

国民健康保険課国民健康保険担当係長（給付グループ） 宮 澤 和 子

国民健康保険課給付グループ 小 笠 原 史 菜

国民健康保険課給付グループ 廣 田   瞬

地域保健課地域保健担当係長（保健事業グループ） 上 野 雅 子

地域保健課保健事業グループ 西 野 陽 子

地域保健課保健事業グループ 福 島 久 美 子

地域保健課保健事業グループ 恩 田 早 紀 子

地域保健課保健事業グループ 竹 中 理 華
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